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令和３年９月６日 開会 

令和３年９月22日 閉会 

  （定例第６回） 



南部町告示第111号

令和３年第６回南部町議会定例会を次のとおり招集する。

令和３年８月23日

南部町長 陶 山 清 孝

記

１．期 日 令和３年９月６日

２．場 所 南部町議会議場

○開会日に応招した議員

 田 光 雄君 加 藤 学君

荊 尾 芳 之君 滝 山 克 己君

米 澤 睦 雄君 長 束 博 信君

白 川 立 真君 三 鴨 義 文君

仲 田 司 朗君 板 井 隆君

細 田 元 教君 亀 尾 共 三君

真 壁 容 子君 景 山 浩君

○応招しなかった議員

な し
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令和３年 第６回（定例）南 部 町 議 会 会 議 録（第１日）

令和３年９月６日（月曜日）

議事日程（第１号）

令和３年９月６日 午後１時開会

日程第１ 会議録署名議員の指名

日程第２ 会期の決定

日程第３ 議事日程の宣告

日程第４ 諸般の報告

日程第５ 報告第４号 令和２年度決算に基づく健全化判断比率について

日程第６ 報告第５号 令和２年度決算に基づく資金不足比率について

日程第７ 報告第６号 法人の経営状況について

日程第８ 報告第７号 専決処分の報告について

日程第９ 議案第56号 令和２年度南部町一般会計歳入歳出決算の認定について

日程第10 議案第57号 令和２年度南部町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

て

日程第11 議案第58号 令和２年度南部町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について

日程第12 議案第59号 令和２年度南部町墓苑事業特別会計歳入歳出決算の認定について

日程第13 議案第60号 令和２年度南部町住宅資金貸付事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

て

日程第14 議案第61号 令和２年度南部町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

て

日程第15 議案第62号 令和２年度南部町浄化槽整備事業特別会計歳入歳出決算の認定について

日程第16 議案第63号 令和２年度南部町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について

日程第17 議案第64号 令和２年度南部町太陽光発電事業特別会計歳入歳出決算の認定について

日程第18 議案第65号 令和２年度南部町水道事業会計決算の認定について

日程第19 議案第66号 令和２年度南部町病院事業会計決算の認定について

日程第20 議案第67号 令和２年度南部町在宅生活支援事業会計決算の認定について

日程第21 議案第68号 南部町職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正について
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日程第22 議案第69号 南部町手数料徴収条例の一部改正について

日程第23 議案第70号 南部町児童厚生施設条例の一部改正について

日程第24 議案第71号 南部町営住宅条例の一部改正について

日程第25 議案第72号 南部町越敷野町営住宅条例及び南部町若者向け住宅条例の一部改正につ

いて

日程第26 議案第73号 令和３年度南部町一般会計補正予算（第６号）

日程第27 議案第74号 令和３年度南部町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）

日程第28 議案第75号 令和３年度南部町浄化槽整備事業特別会計補正予算（第２号）

日程第29 議案第76号 令和３年度南部町太陽光発電事業特別会計補正予算（第１号）

日程第30 議案第77号 令和３年度南部町病院事業会計補正予算（第１号）

日程第31 議案第78号 辺地に係る公共的施設の総合整備計画の変更について

日程第32 上程議案に対する質疑

本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員の指名

日程第２ 会期の決定

日程第３ 議事日程の宣告

日程第４ 諸般の報告

日程第５ 報告第４号 令和２年度決算に基づく健全化判断比率について

日程第６ 報告第５号 令和２年度決算に基づく資金不足比率について

日程第７ 報告第６号 法人の経営状況について

日程第８ 報告第７号 専決処分の報告について

日程第９ 議案第56号 令和２年度南部町一般会計歳入歳出決算の認定について

日程第10 議案第57号 令和２年度南部町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

て

日程第11 議案第58号 令和２年度南部町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について

日程第12 議案第59号 令和２年度南部町墓苑事業特別会計歳入歳出決算の認定について

日程第13 議案第60号 令和２年度南部町住宅資金貸付事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

て

日程第14 議案第61号 令和２年度南部町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定につい
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て

日程第15 議案第62号 令和２年度南部町浄化槽整備事業特別会計歳入歳出決算の認定について

日程第16 議案第63号 令和２年度南部町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について

日程第17 議案第64号 令和２年度南部町太陽光発電事業特別会計歳入歳出決算の認定について

日程第18 議案第65号 令和２年度南部町水道事業会計決算の認定について

日程第19 議案第66号 令和２年度南部町病院事業会計決算の認定について

日程第20 議案第67号 令和２年度南部町在宅生活支援事業会計決算の認定について

日程第21 議案第68号 南部町職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正について

日程第22 議案第69号 南部町手数料徴収条例の一部改正について

日程第23 議案第70号 南部町児童厚生施設条例の一部改正について

日程第24 議案第71号 南部町営住宅条例の一部改正について

日程第25 議案第72号 南部町越敷野町営住宅条例及び南部町若者向け住宅条例の一部改正につ

いて

日程第26 議案第73号 令和３年度南部町一般会計補正予算（第６号）

日程第27 議案第74号 令和３年度南部町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）

日程第28 議案第75号 令和３年度南部町浄化槽整備事業特別会計補正予算（第２号）

日程第29 議案第76号 令和３年度南部町太陽光発電事業特別会計補正予算（第１号）

日程第30 議案第77号 令和３年度南部町病院事業会計補正予算（第１号）

日程第31 議案第78号 辺地に係る公共的施設の総合整備計画の変更について

出席議員（14名）

１番  田 光 雄君 ２番 加 藤 学君

３番 荊 尾 芳 之君 ４番 滝 山 克 己君

５番 米 澤 睦 雄君 ６番 長 束 博 信君

７番 白 川 立 真君 ８番 三 鴨 義 文君

９番 仲 田 司 朗君 10番 板 井 隆君

11番 細 田 元 教君 12番 亀 尾 共 三君

13番 真 壁 容 子君 14番 景 山 浩君
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欠席議員（なし）

欠 員（なし）

事務局出席職員職氏名

局長 藤 原 宰君 書記 杉 谷 元 宏君

書記 荊 尾 雅 之君

書記 赤 井 沙 樹君

説明のため出席した者の職氏名

町長 陶 山 清 孝君 副町長 土 江 一 史君

教育長 福 田 範 史君 病院事業管理者 林 原 敏 夫君

総務課長 大 塚 壮君 総務課課長補佐 加 納 諭 史君

企画政策課長 田 村 誠君 デジタル推進課長 本 池 彰君

防災監 田 中 光 弘君 税務課長 三 輪 祐 子君

町民生活課長 芝 田 卓 巳君 子育て支援課長 吾 郷 あきこ君

教育次長 岩 田 典 弘君 総務・学校教育課長 水 嶋 志都子君

病院事務部長 山 口 俊 司君 健康福祉課長 糸 田 由 起君

福祉事務所長 渡 邉 悦 朗君 建設課長 田 子 勝 利君

産業課長 岡 田 光 政君 監査委員 仲 田 和 男君

議長挨拶

○議長（景山 浩君） 令和３年９月定例会の開会に当たり、一言御挨拶申し上げます。

朝晩秋の気配が感じられますものの、まだまだ残暑厳しき毎日が続いております。町民の皆様

も、くれぐれも体調管理、健康管理に留意され、御自愛なされますことを御祈念申し上げるとこ

ろです。

議員各位におかれましては、精力的に活動いただいておりますこと、大慶至極に存ずる次第で

ございます。

第五波と言われ、全国的には感染拡大、新型コロナウイルスの終息が見通せない中ではありま

すが、本町においては住民へのワクチン接種が順調に進んでおり、計画された集団接種も今月中
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に無事終了するものとお聞きしております。引き続きマスクの着用など感染防止策を徹底し、一

日も早い日常生活の再開へと町民の皆様と一丸となって取り組んでまいりたいと存じます。

本年はこれまで全国的な豪雨災害も発生し、本町においても被害報告が寄せられたところです。

例年９月は多くの台風が発生する時期です。町民の皆様には、改めまして日頃からの災害への備

えをお願い申し上げる次第です。

本定例会におきましては、令和２年度決算認定、令和３年度補正予算案、条例等、その他重要

な案件について御審議いただく予定になっております。

後ほど町長から議案の内容について説明がございますが、議会といたしましては、町民の要望

に応えるべく提出されております諸議案に対しまして慎重審議をいただき、適正かつ妥当な議決

に達することをお願いいたしまして、９月定例会における開会の御挨拶といたします。

町長挨拶

○町長（陶山 清孝君） 町長でございます。令和３年９月定例会開会に当たりまして、御挨拶を

申し上げます。

議員各位におかれましては、令和３年第６回南部町議会定例会を招集しましたところ、御出席

いただき開催できますことに御礼を申し上げます。

まず、ワクチン接種の現状を報告させていただきます。当初、計画しておりましたとおり、西

伯病院での集団接種を、９月１９日を最終日にひとまず終了し、以後、町内医療機関での個別接

種となります。８月末現在の集団接種予約人員は８，０４７人、１２歳以上対象者は９，７８８

人でございますので、集団接種での接種率は８２．２％前後となる予定でございます。今後も接

種率向上に努めてまいる所存ございます。

変異し続けるコロナウイルスに対し、根拠に基づいた柔軟で時期を失しないコロナ対策と正確

な情報提供を通じて感染拡大を予防し、町民の皆様の健康と命を守ってまいります。町民の皆様

には、長引くコロナ禍で誰もが出口の見えない閉塞感の中にありますが、必ずコロナは終息しま

す。現在流行のデルタ株は感染力がこれまでに比べて非常に強く、私たちの日常の感染予防をレ

ベルアップしなければなりません。一人一人がコロナによって健康を害さないために人との接触

を減らし、換気、マスク、手洗いなどの感染対策を取ることを改めてお願いを申し上げます。

さて、新型コロナウイルスの感染急拡大による影響が懸念される中で、２０２０東京オリンピ

ック・パラリンピックが開催されました。７月２３日から８月８日までの間、オリンピック競技

が、８月２４日から昨日９月５日までの日程でパラリンピックが開催され、無観客開催という制
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約の中でありましたが、国民がテレビの前で鍛え抜かれたアスリートたちの熱戦に、勝者ととも

に喜び、敗者とともに涙した３０日間でした。特にオリンピックでは、米子市出身の入江聖奈さ

んが女子ボクシング競技で金メダルという快挙に、鳥取県民が喜びに沸き上がった大会となりま

した。

また、昨夜閉幕したパラリンピックでは、生まれながら障がいのある人も、病気やけがで身体

機能が制限された人もスポーツに親しみ、その人の持つ機能を最大限に生かすことで高い競技レ

ベルが実現することに多くの皆さんが感動を覚えられたことと思います。様々な困難を抱えなが

ら強い意志と迫力に満ちた身体の躍動に、パラリンピックが障がい者福祉やリハビリではなく、

スポーツという人類共通の文化の中にあると強く感じたところでございます。人類の１５％は何

らかの障がいを持つと言われます。今後私たちの暮らしの中に多様な個性を尊重し、共に生きる

共生社会の実現のための大きな足がかりとなったパラリンピックではなかったでしょうか。

続いて、６月議会以降の災害について報告をいたします。まず、７月７日から１３日の間に発

生した線状降水帯による豪雨災害について報告します。７月７日早朝、５時５分、大雨警報発令

によって警戒本部を立ち上げ、５時２５分、土砂災害警戒情報により災害対策本部を設置しまし

た。７月１１日には大雨警報は解除となり、対策本部は閉鎖しましたが、翌７月１２日、５時３

０分、大雨警報によって再び災害対策本部を設置し、９時２０分、柏尾・谷川地区に警戒レベル

４の避難指示を、９時５０分には天萬１番組も避難指示を出したところです。指定避難場所４か

所を開設し、４８名の方が避難をされました。当該期間中の累計雨量は、天萬地区５２７ミリ、

法勝寺地区３４８ミリ、中地区３２９ミリ、大木屋地区２４４ミリ、東上地区３０３ミリなど、

町内北部を中心に豪雨となりました。この災害に対して、団長以下、消防団員延べ３９名が出動

し、水防業務に従事しました。また、７月１２日、２２時５分に手間山地区で２５０戸で停電が

発生しております。蛇によるショートが原因だと報告を受けております。この７月豪雨災害によ

る概算被害額は、農地・農用地施設６５か所、９，９７０万。公共土木施設・道路１８か所、２

億５，５６９万。河川２か所、１，１５０万。林道３か所、５，６７０万でございました。

災害直後の７月２１日、７月豪雨に対する財政支援の陳情を、県内現場視察をいただきました

赤澤亮正内閣府防災担当副大臣に対し、平井伸治鳥取県知事をはじめ、県議会、各首長と行いま

した。政府では、８月３１日閣議決定、９月３日付で本県では農地災害について激甚災害の指定

が交付されたところです。これにより補助率はかさ上げされますので、被災されました農家の皆

様の負担は大きく軽減される見込みでございます。

次に、８月１３日から１８日の間の前線豪雨について報告します。８月１３日、午前５時３７
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分、大雨警報発表により警戒態勢に入りました。１２時に警戒本部を立ち上げ、１３時に自主避

難所を開設したところです。１５時５０分、土砂災害警戒情報の発表によって災害対策本部へ移

行しましたが、この災害での避難者はございませんでした。８月１３日から１８日の間の雨量は、

天萬地区２８６ミリ、法勝寺地区３０６ミリ、中地区３４６ミリ、大木屋地区３４７ミリ、東上

地区３３６ミリと、町内南部を中心とした豪雨となりました。この災害では団長以下３４名がそ

れぞれの地域で警戒パトロールの業務に当たっていただいたところでございます。この災害によ

る概算被害額は、農地・農業用施設２３か所、２，９７０万。林道２か所、１，３２０万。なお、

公共土木施設の被災はございませんでした。また、８月豪雨のうち農地災害についても、現在の

ところ激甚指定の見込みとなっております。

次に、火災について報告いたします。７月１２日に宮前二区で建物火災が発生をしました。１

件でございます。非住家１棟を全焼、住家の一部も損傷する被害がありましたが、出火原因は不

明でございます。なお、この火災では初期消火に当たられた住民の方が１名、消火用ホースが頭

部に当たってのけがをされています。幸い軽傷で済みましたが、地域防災上、初期消火は重要で

すが、けがはあってはなりませんので、今後とも振興協議会、各集落の自主防災組織が消防機器

の取扱いについて訓練できる環境を西部広域消防、消防団を中心に整えてまいりたいと考えてい

ます。この火災で団長以下、消防団７１名、西部広域消防が出動いたしました。

次に、人口動態について御報告いたします。６月１日から８月末までの間に出生された方は１

２人、お亡くなりになった方は３６人でございました。御冥福をお祈りしますとともに、誕生し

た子供たちの健やかな成長を御祈念いたします。８月末現在の人口は、１万５３６人でございま

した。高齢化率は３７．８０％、８月末現在の今年度出生者は１９人となっております。

本定例会におきましては、令和２年度各会計ごとの決算認定をはじめ、令和３年度一般会計補

正予算、条例関係など２３議案を提案させていただきます。いずれの議案につきましても、町政

の推進に必要不可欠なものばかりでございますので、全議案とも御賛同いただき御承認を賜りま

すようお願いを申し上げ、開会の御挨拶といたします。よろしくお願いいたします。

午後１時００分開会

○議長（景山 浩君） これより会議を開きます。

ただいまの出席議員数は１４人です。地方自治法第１１３条の規定による定足数に達しており

ますので、令和３年第６回南部町議会定例会を開会いたします。

直ちに本日の会議を開きます。
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・ ・

日程第１ 会議録署名議員の指名

○議長（景山 浩君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

会議録署名議員は、会議規則第１２５条の規定により、次の２人を指名いたします。

１２番、亀尾共三君、１３番、真壁容子君。

・ ・

日程第２ 会期の決定

○議長（景山 浩君） 日程第２、会期の決定を議題といたします。

お諮りいたします。今期定例会の会期は、１７日間といたしたいと思います。これに御異議あ

りませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（景山 浩君） 御異議なしと認めます。よって、会期は、１７日間と決定いたしました。

・ ・

日程第３ 議事日程の宣告

○議長（景山 浩君） 日程第３、議事日程の宣告を行います。

本日の議事日程は、お手元に配付の日程表のとおりであります。

・ ・

日程第４ 諸般の報告

○議長（景山 浩君） 日程第４、諸般の報告を行います。

初めに、議長より報告いたします。

まず、鳥取県町村議会議長会総会の報告をいたします。

去る６月２９日、伯耆町において令和３年鳥取県町村議会議長会定期総会が開催されました。

総会では議案第１号の令和２年度の歳入歳出決算認定が審議され、歳入２，０９０万円余、歳

出１，８１６万円余の決算が全会一致で認定されました。

次に、選挙第１号として各町村議会議長交代に伴う本会役員選挙が行われ、西部町村関係では、

理事に山本芳昭日南町議会議長が、監事に山路有日吉津村議会議長が新たに選出されました。

次に、西部町村議長会臨時総会について報告いたします。

去る７月１２日、緑水園において西部町村議会議長会臨時総会が開催されました。

総会では議案第１号として令和２年度の歳入歳出決算認定が提案され、歳入５７０万円余、歳

出４４８万円余の決算が全会一致で認定されました。
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次に、各町村議会議長交代に伴う役員選挙が行われ、副会長に私、南部町議会議長、監事に勝

部俊徳伯耆町議会議長が新たに選出されました。

また、事業計画の進捗状況の報告がありましたが、中止となる事業や延期をして様子をうかが

う事業など、コロナ禍による大きな影響が出た報告でありました。

次に、西部広域行政管理組合全員協議会及びごみ処理施設等調査特別委員会並びに民生環境常

任委員会について報告をいたします。

去る８月１０日、米子市役所淀江支所において、鳥取県西部広域行政管理組合全員協議会及び

ごみ処理施設等調査特別委員会並びに民生環境常任委員会が開催されました。

まず、全員協議会では、一般廃棄物処理施設基本構想に対するパブリックコメントの実施結果

と基本構想の報告がありました。５月１７日から６月１５日までの期間に行われたパブリックコ

メントには６４人、延べ１８３件の御意見が寄せられました。区分ごとの意見数では、広域化や

集約化についてが最も多く、次に施設整備概要について、さらには地球温暖化防止やごみの減量

化・リサイクル・分別についての順でありました。

最も意見が多かった広域化や集約化についてに対しては賛否両意見が寄せられていますが、反

対意見としては輸送コストが増大する、処理施設が遠くなって不便になるといった輸送距離が長

くなることに起因する要因での反対が主でありました。

２番目の施設整備概要についてでは、各自治体のごみ処理計画を反映させながら検討してほし

い、エネルギー回収の発電や熱供給では、工業団地や農業施設などどの分野に供給するかにより

設置場所の方向性が見えてくるのではないか、景観配慮や学習施設等附帯施設の利用のしやすさ

の検討を、施設周辺の道路整備や安全確保をなど、おおむね肯定的な意見が寄せられていました。

次に、以前から基本構想案として示されていたものに一部修正を加えた基本構想が示され、説

明がございました。

ごみ処理施設等調査特別委員会では、一般廃棄物処理施設用地の選定方針について、用地選定

委員会委員について、そして濃縮水処理施設設計審査業務についての結果報告及び施設設置方針

についての３事件について協議を行いました。

まず、用地の選定方針についてでは、候補地の施設の対象市町村や有効敷地面積、水道インフ

ラや防災・環境条件などの抽出条件、候補地の選定方法などが提示されました。

用地選定委員会委員についてでは、学識経験者を中心として、行政機関や経済団体、住民代表

などのメンバー構成が示されました。

濃縮水処理施設設計審査業務の結果報告及び施設設置方針についてでは、西部広域行政管理組
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合が委託契約を締結している民間業者による設置及び管理の最終処分場で予定されている塩分濃

度の軽減を目的とした濃縮水処理施設の建設計画の検証結果が報告されました。内容は、現状、

逆浸透膜処理施設で発生する濃縮水を処分場へ戻しており、脱塩処理ができておらず、最終処分

場の閉鎖に向けては、総事業費２０億１，４１１万円と見積もられる濃縮水処理施設は必要であ

るとするものでありました。

最後に、民生環境常任委員会が開催され、うなばら荘の民間譲渡に係る事業者公募について、

うなばら荘の運営状況について、そして桜の苑の管理運営状況についての３項目にわたり、所管

事務調査を行いました。

詳細につきましては、供覧に付してあります会議資料を御覧ください。

以上、議長からの報告は終わります。

次に、議員からの報告を受けます。

まず、鳥取県町村議会女性議員研修会について報告を受けたいと思います。

１３番、真壁容子君。

○議員（13番 真壁 容子君） 去る７月２０日火曜日、湯梨浜町国民宿舎水明荘で開催された県

町村議会女性議員研修会に出席しましたので、報告をいたします。

今年度から県町村議長会事業の一環で取り組まれることになりました町村女性議員研修会は、

その開催の趣旨の中で目的を、一つ、県内町村議会の女性議員を対象に、町村が直面している課

題の解決を図るために必要な幅広い情報や知識を習得すること。２つ目に、県内女性議員同士の

情報交換及び連携強化を図るとしています。また、女性議員研修を継続的に実施することにより、

女性議員数の増加、ひいては議員の成り手不足解消に向けた方策の一つとして行うと位置づけて

います。

今回の研修は、「効果的な質疑及び質問について」と題し、元全国町村議会議長会参与の荒井

幸弘氏を迎えての講演でした。元地方公務員で議会事務局長としての経験もあることから、現場

を見据えた講演には説得力がありました。

質疑と質問の違いから始まったのですが、とりわけ一般質問とはという内容での話では、質問

は、議員主導で執行部と政策論議できる唯一の場であること。質問の目的と効果は、ただ単に執

行機関の所信をただしたり、事実関係を明らかにするだけにとどまるものではない。執行機関の

政治姿勢を明らかにし、それに対する政治責任を明確にさせたり、現行の政策を変更、是正させ、

あるいは新規の政策を採用させるなどの目的があると端的に話されたのが印象に残り、初心に返

る思いでした。その中で、議会中継を見ている住民の理解を深めるための写真やグラフ、図の利
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用についても言及され、本議会でも検討すべき課題だと痛感してきたところです。

県内女性議員、町村の議員ですが、２１人中１９人の参加の研修会でしたが、講演終了後も講

師への質問が絶えず、講師の前に列ができるほどでした。そのような前向きの姿に励まされ、帰

ってきました。

家に帰って改めて名簿を見返すと、例えば八頭町では４人の女性議員、大山町では３人と女性

議員が増えてきています。南部町での今後の課題であると感じているところです。ジェンダー平

等を目指していくにはクオータ制の導入も必要な時期に来ているのではないだろうかと考えさせ

られた機会でもありました。以上、報告とします。

○議長（景山 浩君） 次に、南部町・伯耆町清掃施設管理組合議会定例会の報告を受けます。

２番、加藤学君。

○南部町・伯耆町清掃施設管理組合議会議員（加藤 学君） ２番、加藤です。去る８月２３日、

南部町・伯耆町清掃施設管理組合議会定例会が開催されましたので報告します。

定例会に提出された議案は３議案で、一つ、令和２年度歳入歳出決算認定、一つ、南部町・伯

耆町清掃施設管理組合ごみ処理施設設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例、一つ、令

和３年度補正予算、以上、３つでした。

まず初めに、令和２年度決算認定については、歳入総額２億５，２３８万１，２７５円、歳出

総額２億１，８４６万６，１７０円で、歳入歳出差引き額３，３９１万５，１０５円、実質収支

額も同額の３，３９１万５，１０５円でした。

歳入のうち１億８，０２９万９，０００円が両町の負担金で、南部町が８，６８７万１，６６

４円、伯耆町が９，３４２万７，３３６円でした。

可燃ごみの搬入量につきましては、年間で４，３２１．４５トン、前年に比べ９９．６１トン

の減少でした。中でも伯耆町の事業所ごみが６３．８トン減少していますが、これは令和２年に

出された緊急事態宣言の影響により、観光地やホテル利用の減少によるものが考えられるという

説明でした。令和２年度歳入歳出決算認定については、全会一致で原案のとおり可決されました。

次に、ごみ処理施設設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例については、直接搬入手

数料の改定で、個人・事業所とも改定するものです。個人搬入手数料については、直接搬入と収

集に出す場合との料金負担の均衡を図るもの、事業所搬入手数料については、近隣施設の料金体

系との均衡を図るもので、個人及び事業所とも１０キログラム当たりでの料金徴収とするという

ものです。具体的には、個人搬入は現行４０キログラムまで１００円で、それ以降１０キログラ

ム増えるごとに３０円ずつ上がってきたものを、初めの１０キログラムから１０キロごとに１０
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０円とするものです。事業所搬入は現行１０キログラムまで５００円、以降で１０キログラム増

えるごとに１５０円ずつ上がっていたものを、１０キログラム当たり２００円とするものです。

この条例については、コロナ禍で値上げをすることに反対するという意見もありましたが、賛成

多数で可決されました。この条例は、令和４年４月１日から施行されます。

最後に、令和３年度補正予算は前年度繰越金を歳入で計上し、繰越金を２町にそれぞれ返還す

るための償還金と、焼却灰処理施設への視察のための普通旅費、シャワー施設修繕に係る修繕料

が提案されました。補正額は歳入歳出それぞれ３，３９１万４，０００円を増額し、歳入歳出の

予算総額を２億３，１９１万４，０００円とするものでありました。この令和３年度補正予算に

ついては、全会一致で可決となりました。

議案書は事務局に供しておりますので、閲覧のほど、よろしくお願いいたします。

以上、南部町・伯耆町清掃施設管理組合議会報告といたします。以上です。

○議長（景山 浩君） 次に、南部箕蚊屋広域連合議会定例会の報告を求めます。

３番、荊尾芳之君。

○南部箕蚊屋広域連合議会議員（荊尾 芳之君） ３番、荊尾芳之です。南部箕蚊屋広域連合議会

８月定例会の報告をいたします。

８月３０日、令和３年第４回南部箕蚊屋広域連合議会定例会が開催され、令和２年度一般会計

決算、介護保険事業特別会計決算、また、令和３年度一般会計補正予算、介護保険事業特別会計

補正予算が提案されました。

令和２年度一般会計決算は、歳入総額５億５，３３７万４，０００円、歳出総額５億４，９２

５万７，０００円で、歳入歳出差引き額は４１１万７，０００円でした。前年度と比較して、歳

入は２，１４１万９，０００円の増で、率にして４％の増、歳出は２，０６５万２，０００円の

増で、率にして３．９％の増でした。増額の主な要因としては、保険給付費及び低所得者保険料

軽減に係る特別会計への繰出金の増額によるものが主な理由でした。

介護保険事業特別会計決算は、歳入総額３１億３，１１０万８，０００円、歳出総額３０億８

９２万３，０００円で、歳入歳出差引き額は１億２，２１８万５，０００円でした。前年度と比

較して、歳入は４，８９９万６，０００円の増、率にして１．６％の増、歳出は３，５９５万２，

０００円の増で、率にして１．２％の増でした。

保険給付費は２８億２，５５９万９，０００円と、前年度と比較して４，０２１万９，０００

円の増、率にして１．４％の増となりました。計画値に対しては９６．４％で、低い執行となり

ました。
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令和３年度補正予算は、一般会計では、歳入歳出それぞれ２，１２８万１，０００円を増額し、

歳入歳出総額は５億２，９２８万１，０００円となりました。

介護保険事業特別会計では、歳入歳出それぞれ１億２，２２２万３，０００円増額し、歳入歳

出総額は３１億６，４２２万３，０００円となりました。一般会計、特別会計とも、令和２年度

の決算の結果に基づく補正が主な理由でありました。

決算、補正予算とも総務民生常任委員会に付託、審査された結果、本議会で認定、可決されま

した。以上、報告とします。

○議長（景山 浩君） 次に、各特別委員会からの報告を受けます。

まず、議会改革調査特別委員会。

委員長、板井隆君。

○議会改革調査特別委員会委員長（板井 隆君） 議会改革調査特別委員会委員長の板井隆です。

去る７月１６日に開催しました本特別委員会について報告をいたします。

内容は、住民の声をきく会と新☆青年団、高校生サークルとの意見交換会の開催について、ま

た、現議会における改善点等について協議をいたしました。住民の声をきく会については、議会

議員への要望をお聞きする目的から、町内各種団体の方々とテーマを絞った声を聞く会として開

催する。また、新☆青年団、高校生サークルとの意見交換会については、一昨年開催と同様に年

明けの開催を計画いたしました。しかしながら、現状でのコロナ禍を考慮し、対処をしていくこ

ととしております。

ほかに議会運営等での改善点については、本会議、委員会に関する議員研修会、議場へのタブ

レット導入の検討、また、一般質問における町長答弁書の事前配付等、活発な議会運営に向けて

検討を引き続き行うことを全員一致で決定をいたしております。

以上、議会改革調査特別委員会の報告といたします。

○議長（景山 浩君） 次に、公立西伯郡病院調査特別委員会。

委員長、細田元教君。

○公立西伯病院調査特別委員会委員長（細田 元教君） 西伯病院調査特別委員長の細田でござい

ます。報告をいたします。

この西伯病院調査特別委員会の開いた目的は、新病院改革プランと地域医療構想についての２

項目で行いました。行いましたのは合計４回でございますが、１回目は２月１９日、この改革プ

ランの目的についてお話しいたしまして、お聞きしました。２回目、３月１９日、高田院長が出

席していただきまして、院長のほうから医療提供について、また、病院の歴史についてお聞きい
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たしました。３回目は４月２７日、山口事務部長より公立病院を取り巻く状況、医師の状況、診

療科ごとの売上げ、外来の状況、療養病床の廃止等について資料説明を受けました。４回目は７

月２８日、高田院長先生がまた出席していただき、今、病院の現状と分析について院長の考察を

お聞きし、皆さんが質疑していただきました。

今後は本年度を目途に、１番目の新病院改革プランについて本年度中に結論が出るよう、今度

から特別委員会の議員のほうから事業管理者、事務部長に向かって意見を聞き、また、意見を言

いながら、３月中に１つ目の新病院改革プランの結論を特別委員会として出したいと思っており

ます。それ以降は地域医療構想について１年間かけて勉強し、特別委員会からも、これも結論出

したいと思っておりますので、どうかよろしくお願いいたしますということをお願いし、報告と

いたします。

○議長（景山 浩君） 次に、可燃ごみ処理広域化等影響調査特別委員会。

委員長、白川立真君。

○可燃ごみ処理広域化等影響調査特別委員会委員長（白川 立真君） 可燃ごみ処理広域化等影響

調査特別委員会より報告をさせていただきます。

西部広域行政管理組合が現在進めております可燃ごみ処理広域化基本計画が町民にどのような

影響があるのか調査・研究するため、昨年１２月、特別委員会が設置されました。この件を調査

・研究するに当たり、今、行われている可燃ごみの処理状況を把握することがまず重要と考え、

今年５月１１日、クリーンセンターにおいて処理状況の調査を行いました。主に町の負担金を含

めた収支状況、減量施策の点から、可燃ごみ減量の状況、燃焼処理の効率化を図るための工夫と

課題、プラスチックのごみ等の分別の必要性など、様々な角度から調査を行いました。

また、当委員会は、全国的なテーマとなっているＣＯ２排出削減という重要なテーマと関わり

合いを持っていますことから、引き続き調査・研究を行っていきたいと考えております。以上、

報告を終わります。

○議長（景山 浩君） 以上で諸般の報告を終わります。

・ ・

日程第５ 報告第４号 及び 日程第６ 報告第５号

○議長（景山 浩君） お諮りします。この際、日程第５、報告第４号、令和２年度決算に基づ

く健全化判断比率について及び日程第６、報告第５号、令和２年度決算に基づく資金不足比率に

ついてを一括して報告を受けたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

－１５－



○議長（景山 浩君） 御異議なしと認めます。

町長より報告を受けます。

総務課長、大塚壮君。

○総務課長（大塚 壮君） 総務課長でございます。それでは、議案書の報告をさせていただき

たいと思います。報告第４号、令和２年度決算に基づく健全化判断比率について。

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項の規定により、令和２年度決算に基づ

く健全化判断比率を次のとおり報告いたします。

おめくりいただきます。令和２年度決算に基づく健全化判断比率報告書でございます。これに

よりまして各指標、数値の御説明をいたします。令和２年度決算について算定しましたところ、

いずれの指標についても早期健全化基準を下回っております。

実質赤字比率は、一般会計、住宅資金貸付事業特別会計及び墓苑事業特別会計を合算し、算出

いたします。また、連結実質赤字比率は、病院事業会計や水道事業会計を含む本町の全ての会計

を合算し、町全体として赤字の有無を判断するものでございます。例年同様、令和２年度決算に

おいても両指標について赤字額は算出されていません。

次に、実質公債費比率、将来負担比率でございますが、これは南部町の借入金の返済額の大き

さや、町全体の負債の大きさを表す指標でございます。令和２年度は実質公債費比率１１．４％、

将来負担比率１９．９％と、いずれも早期健全化基準の２５％、３５０％を下回っており、問題

はございませんでした。

続きまして、令和２年度決算に基づく資金不足比率について説明をいたします。報告第５号、

令和２年度決算に基づく資金不足比率について。

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第２２条第１項の規定により、令和２年度決算に基

づく資金不足比率を次のとおり報告いたします。

１枚おめくりいただきます。令和２年度決算に基づく資金不足比率報告書でございます。各特

別会計の決算に基づき、資金不足比率を算定した結果、全ての会計で資金不足は生じておりませ

ん。したがいまして、資金不足比率も算出されず、経営健全化基準の２０％を下回っております。

各会計とも健全な経営がなされていることから、一般会計への影響は大きくなく、問題はござい

ませんでした。以上で報告を終わります。

○議長（景山 浩君） これで報告第４号、令和２年度決算に基づく健全化判断比率について及

び報告第５号、令和２年度決算に基づく資金不足比率についてを終わります。

・ ・
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日程第７ 報告第６号

○議長（景山 浩君） 日程第７、報告第６号、法人の経営状況についての報告を受けたいと思

います。

まず、西伯郡南部町土地開発公社について報告を受けます。

企画政策課長、田村誠君。

○企画政策課長（田村 誠君） 企画政策課長です。報告第６号、法人の経営状況について。

地方自治法第２４３条の３第２項の規定により、次の法人の経営状況を説明する資料を別添の

とおり議会に提出いたします。

私のほうからは、令和２年度西伯郡南部町土地開発公社の経営状況を報告いたします。こちら

のほうは３月に開催した理事会にて御承認をいただいているものでございます。

報告第６号の議案書開いていただきまして、事業報告書について要約して説明をいたします。

決算関係資料開いていただきまして、１ページ目でございます。

ミトロキリサイクルセンターにおきましては、既に平成２５年度末で残土受入れは終了してお

ります。受入れ実績は、４７万１，７２９立方メートルであります。

令和２年度については、土地の移動や大規模な工事がなかったことを報告いたします。

それでは、５ページ、損益計算書を御覧ください。５ページ、損益計算書でございます。

損益計算書の一番初めの事業収益についてはございません。

その下の事業総利益についてもございません。

販売費・一般管理費についてでございますが、これが三角、マイナスの８万１，１０５円でご

ざいます。それに営業外収益２７６円、その他特別損益はございませんので、当期純利益は三角、

マイナスの８万８２９円となります。

続いて、ページが飛びます。１２ページを御覧ください。１２ページでございます。ここには

剰余金計算書をつけております。令和元年度末の繰越利益準備金が７８１万９，５９７円でござ

います。先ほどの当期純利益の８万８２９円を差し引きますと、令和２年度末の繰越利益準備金

は７７３万８，７６８円となります。

今後も公有地の拡大の推進に関する法律を遵守いたしまして、引き続き経費節減に努め、健全

な財務運営を行うことに努めたいという具合に考えております。以上、報告を終わります。

○議長（景山 浩君） 産業課長、岡田光政君。

○産業課長（岡田 光政君） 産業課長です。産業課の関係の法人の経営状況について報告をいた

します。まず初めに、株式会社緑水園について報告いたします。
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事業報告書から説明いたしますので、１ページ目、２ページ目を御覧いただきたいというふう

に思います。コロナ禍となりまして丸１年が経過していますけれども、いまだに状況は悪化する

一方で、今期におきましても宴会、食堂、宿泊については昨年を大きく下回る結果になりました。

そういう中でしたけれども、従業員の方一丸となってこの難局を乗り越える施策としてテークア

ウト事業を実施した結果、当期純利益額が約１，２６０万円の黒字決算となりました。

宿泊におきましては、観光事業の活性化のための施策としてＧｏＴｏトラベルが実施されまし

たけれども、こちらのほうは高級ホテルや高級旅館に予約が集中する結果となりました。また、

山陰両県を対象にしましたＷｅＬｏｖｅ山陰キャンペーンにつきましては、宿泊者の約半数の方

が利用をされたという結果になっております。

宴会におきましては、安心して御利用いただけるように対策を徹底していましたけれども、大

人数での会食が困難となったため、忘年会、新年会の予約が全くなく、年末年始は非常に厳しい

状況でございました。

次に、決算額について説明いたします。４ページの損益計算書を御覧ください。令和２年度の

売上高は９，２８４万５，０２６円となっておりまして、前年比約１，７００万円の増額となっ

ております。

これに対しまして、販売費及び一般管理費は６，６７２万９，１１７円で、前年比約１，５７

５万円の削減に努められました。このような結果によりまして、当期においては１，２５９万６，

６００円の純利益の決算となっております。

続きまして、一般財団法人南部町農村振興公社について御報告をいたします。

それでは、まず事業報告から説明をいたしますので、１ページ目を御覧いただきたいというふ

うに思います。農村振興公社の主な事業としましては、水稲、大豆、ソバに関する作業受委託で

す。

各種作業料については６ページに比較表を載せていますので、そちらのほうを御覧いただきた

いと思います。前年に比べましてソバに関する作業料が増加をしております。

次に、収入状況についてですが、３ページ、４ページの正味財産増減計算書を御覧ください。

経常収益ですが、事業収益は作業受委託収入の６１５万５，０８２円となり、前年比で約２２

万円の増加となりました。町からの補助金等を含め、経常収益の合計は９６０万７，３９２円で、

前年比で約１２０万円の増となっております。

次に、経常費用の合計ですけれども、事業費と管理費を合わせて６３８万２，８０７円で、前

年比約４２万円の減少となりました。
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経常収益の合計から経常費用の合計を差し引いた当期の経常増減額は、１５７万４，５８５円

の増額となりました。

以上で産業課関係の法人の経営状況の報告を終わります。

○議長（景山 浩君） これで報告第６号、法人の経営状況についてを終わります。

・ ・

日程第８ 報告第７号

○議長（景山 浩君） 日程第８、報告第７号、専決処分の報告についてを議題といたします。

町長から報告を求めます。

副町長、土江一史君。

○副町長（土江 一史君） 副町長でございます。報告第７号、専決処分の報告についてでござい

ます。

地方自治法第１８０条第１項の規定により、南部町長の専決事項として指定された事項につい

て、次のとおり専決処分をしたので、同条第２項の規定により、これを議会に報告するものでご

ざいます。

次のページをお願いします。専決処分書でございます。地方自治法第１８０条第１項の規定に

より、南部町長の専決事項として指定された事項のうち、行政手続における特定の個人を識別す

るための番号の利用等に関する法律、いわゆる番号法でございます。及び行政機関の保有する個

人情報の保護に関する法律、いわゆる個人情報保護法でございます。の一部改正に伴い、当該法

令の条項及び用語を引用する規定を整理するため、南部町個人情報保護条例及び南部町行政手続

における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特

定個人情報の提供に関する条例の一部を改正することについて、次のとおり専決処分をする。令

和３年８月２３日付でございます。

これは、国のデジタル庁設置法の施行に伴い、番号法及び個人情報保護法の一部改正がされた

ため、同法を引用している条例について用語及び条項の整理を行ったものでございます。

改正条例の施行は、法律の施行日と同日の令和３年９月１日といたしました。以上でございま

す。

○議長（景山 浩君） これで報告第７号、専決処分の報告についてを終わります。

ここで休憩を入れます。再開は２時１０分といたします。

午後１時５３分休憩
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午後２時１０分再開

○議長（景山 浩君） 会議を再開します。

・ ・

日程第９ 議案第５６号 から 日程第３１ 議案第７８号

○議長（景山 浩君） お諮りいたします。この際、日程第９、議案第５６号、令和２年度南部

町一般会計歳入歳出決算の認定についてから、日程第３１、議案第７８号、辺地に係る公共的施

設の総合整備計画の変更についてまでを一括して説明を受けたいと思いますが、これに御異議あ

りませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（景山 浩君） 御異議なしと認めます。よって、日程第９、議案第５６号から日程第３

１、議案第７８号までの提案説明をお願いします。

総務課長、大塚壮君。

○総務課長（大塚 壮君） 総務課長でございます。それでは、南部町一般会計歳入歳出決算に

ついて御説明をいたします。

資料の確認をいたします。説明には、議案書、それから歳入歳出決算書、それからＡ３判の令

和２年度決算資料、この３点で御説明を申し上げます。御用意ください。

議案第５６号、令和２年度南部町一般会計歳入歳出決算の認定について。

地方自治法第２３３条第３項の規定により、令和２年度南部町一般会計歳入歳出決算を別紙監

査委員の意見をつけて議会の認定に付する。

そういたしますと、歳入歳出決算書１１１ページをお願いいたします。１１１ページには実質

収支に関する調書をつけております。歳入総額９７億５，４５７万１，６４８円、歳出総額９５

億４，０２８万８，９５６円で、差引き額は２億１，４２８万２，６９２円。翌年度へ繰り越す

べき財源の２，７９７万８，５６１円を差し引いた実質収支額は、１億８，６３０万４，１３１

円となっております。

次に、Ａ３判の決算資料をお願いします。１ページ目でございます。上段の表の中ほどを御覧

ください。先ほど説明しました令和２年度実質収支額から前年度の実質収支を差し引いた単年度

収支額は、１，７６０万７，６５１円の赤字となり、当該単年度収支に財政調整基金への積立額

を加算し、財政調整基金の取崩し額を差し引いたものに繰上償還額を加算して求めた実質単年度

収支額は、１，７１７万８，３４０円の赤字となっております。

次に、歳入の状況について御説明をいたします。まず、決算書、不納欠損額と収入未済額につ
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いて御説明いたします。決算書のほうをお願いします。決算書の２ページをお開きください。

不納欠損額についてでございます。町税が９９万２，８９６円となっております。

収入未済額につきましては、町税が２，９９１万３，９９６円。

分担金及び負担金３６３万８，６８２円。

４ページを御覧ください。使用料及び手数料でございます。７２１万６，７２７円などで、６

ページの合計が４，１１７万２，６５７円となっております。

続いて、Ａ３判の決算資料にお戻りいただきます。資料の２ページをお開きください。資料の

２ページでございます。歳入状況について御説明をいたします。昨年度と比較いたしまして、増

減の主なものを説明してまいります。

まず、自主財源についてでございます。町税が前年比８２２万１，０００円減少し、９億９，

４６９万４，０００円となりました。主な要因は、法人町民税（法人割）などの減に伴うもので

ございます。

分担金及び負担金が２，０５４万２，０００円減少し、８，０１６万１，０００円となりまし

た。主な原因は、現年分の保育料、それから単県斜面崩壊復旧事業分担金の減によるものでござ

います。

寄附金についてです。４３２万２，０００円増加し、７，２３６万円となりました。これは、

がんばれふるさと寄付金の増によるものでございます。

繰入金は１億５，８５５万２，０００円の減で、１億９，５３６万１，０００円です。これは

地域振興基金、減債基金、さくら基金、公共施設整備基金からの繰入金の減によるものでござい

ます。

諸収入は４，８３０万９，０００円の増、１億６，０５７万３，０００円となりました。これ

は主に自衛的な燃料備蓄の推進事業費補助金、それから南部町・伯耆町清掃施設管理組合負担金

の返還金の増によるものでございます。

自主財源の構成比率は１９．７％、前年度比で６．９％低くなっております。

次に、依存財源でございます。自動車税交付金が前年度対比５４．９％、配当割交付金が前年

度対比１２．６％減少しております。その反面、地方特例交付金が前年度対比４６％、株式譲渡

所得割交付金が３７．５％の増となっています。

地方交付税は７，８８９万６，０００円の増で、３３億５，６９４万１，０００円となりまし

た。歳入全体の３４．４％となりまして、依然といたしまして大きな割合を占めております。

国庫支出金は１７億９，９０１万２，０００円増加し、２４億６６０万円となりました。主な
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要因といたしましては、特別定額給付金給付事業費補助金、地方創生拠点整備交付金、新型コロ

ナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の増。反面、幼児教育・保育無償化に伴う臨時交付金

の減などでございます。

３ページを御覧ください。県支出金については、１億５，９７２万５，０００円の減の５億１，

６２９万５，０００円となりました。主なものといたしましては、林道災害復旧事業費、農業用

施設災害復旧事業費、農地災害復旧事業費補助金などの災害関係が減少となりました。重度訪問

介護等利用促進支援事業補助金などが増加しております。

町債につきましては８億８，７７０万の増で、１２億３，５８０万円となりました。主なもの

といたしましては、複合施設整備事業、キナルなんぶでございます。それと、光ファイバ整備事

業に係る起債の借入れが上げられます。

依存財源の総額は、２６億５，４７２万７，０００円増の７８億３，３２９万円で、歳入全体

の総額では２７億５万１，０００円増の９７億５，４５７万２，０００円となりました。

下段にそれぞれの財源に占める構成割合をグラフにしております。地方交付税に大きく頼って

いる財政構造が見てとれると思います。

普通交付税においては、令和２年度から南部町一本として計算されております。令和２年度は、

新型コロナウイルス感染症拡大防止の対策、複合施設整備等の財源として国庫支出金が大きく増

加をしておるところです。

４ページをお開きください。歳出の状況について御説明をいたします。まず、目的別の歳出の

状況でございます。代表的なものを説明をいたします。

総務費は２４億９，９９５万５，０００円の増で、３８億７，０３０万１，０００円です。複

合施設整備事業１１億４，０１８万５，０００円の増、特別定額給付金支給事業１０億７，０９

８万６，０００円の増などがありますが、プレミアム付商品券発行事業が２，４５９万６，００

０円及び退職手当組合負担金が１，６０２万５，０００円の減などがあります。

民生費につきましては１億３，３３４万４，０００円の増で、２２億２，７７８万１，０００

円となります。国保特別会計繰出金が５，００４万２，０００円、自立支援介護給付事業では３，

８３９万４，０００円、公設民営保育園運営事業では１，３８５万８，０００円、子育て世帯へ

の臨時特別給付金事業１，３２４万円などが増の原因でございます。

衛生費は６，４０１万９，０００円の増で、８億７，５１２万９，０００円でございます。病

院事業費２，５０２万５，０００円の増、塵芥処理費１，４３５万７，０００円の増、がん征圧

事業７５８万４，０００円の減などが主なものでございます。
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農林水産業費は、５，１１５万２，０００円の増の５億９５４万２，０００円です。地籍調査

事業１，２６５万７，０００円の増、果樹生産振興事業１，２１９万６，０００円の増、しっか

り守る農林基盤整備事業１，５５０万３，０００円の減などが主なものでございます。

商工費は８，３９９万６，０００円増で、１億１，０４６万４，０００円です。プレミアム商

品券発行事業３，７４９万６，０００円の増、生活支援・地域活性化事業で２，１２１万６，０

００円の増などでございます。

次ページをお願いします。土木費につきましては２，８５９万２，０００円の増で、３億５，

７４６万５，０００円です。道路維持事業３，２６４万３，０００円の増、町道改良事業が３１

７万１，０００円の増、公共下水道事業特別会計繰出金が１，２８０万円の減などでございます。

消防費につきましては５，９０１万２，０００円の増で、１億６４１万４，０００円です。災

害対策事業で７，３０１万７，０００円の増です。

教育費につきましては１億２，５３７万５，０００円の増で、６億２，５９０万４，０００円

でございます。児童生徒用パソコン整備事業で３，４８８万１，０００円の増、校内通信ネット

ワーク整備事業で２，３４５万２，０００円の増、図書館施設管理等運営事業で１，３４５万２，

０００円の増などでございます。

災害復旧費でございます。２億４，５３０万円の減で、５，１８２万１，０００円となりまし

た。平成３０年度の台風２４号及び７月豪雨災害などによる繰越分も含めた農業用施設・林道・

道路橋梁・河川・単県斜面などの災害復旧費の減によるものでございます。

公債費につきましては、２，９０７万２，０００円増の７億２，２６８万５，０００円でござ

います。起債元金３，５３３万５，０００円の増、加えて利子の６２６万３，０００円の減によ

るものでございます。

歳出全体の合計は、前年度比較２８億２，８９３万円増の９５億４，０２８万９，０００円と

なりました。

下段にグラフをつけています。議会費と災害復旧費以外は全て増加をしています。

６ページをお開きください。性質別の状況について御説明をいたします。上段が義務的経費で

ございます。

人件費については、会計年度任用職員に係る報酬・給料が２億１，２２２万９，０００円の増、

会計年度任用職員の手当が３，７８０万６，０００円の増でしたが、職員給料８８９万４，００

０円の減、職員手当１，０３５万４，０００円の減、退職手当組合負担金１，５９６万８，００

０円の減となっています。
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続きまして、７ページの下段、再掲欄でございます。人件費プラス投資的経費事業費支弁人件

費欄を御覧ください。前年度と比較いたしまして、１億３，７３８万６，０００円増加し、１２

億６，４５０万円となりました。

再び６ページのほうをお願いします。扶助費につきましては１，４６４万９，０００円減とな

り、９億５，８４６万６，０００円となりました。各種給付、手当等の実績による減が主な要因

でございます。

公債費につきましては、２，９０７万２，０００円増の７億２，２６８万５，０００円となり

ました。義務的経費全体では１億４，６９０万１，０００円増の２９億１，２３８万８，０００

円で、歳出に占める構成比は３０．５％となっております。

続いて、投資的経費です。普通建設事業費１４億９，２７８万１，０００円増で、１９億８，

７４７万円となっています。増額になった主なものにつきましては、複合施設整備事業で１０億

３，９０３万３，０００円、光ファイバ整備事業で２億８，５００万円、災害対策事業で７，７

９８万４，０００円となります。

災害復旧事業は、平成３０年の台風２４号及び７月豪雨の災害による繰越事業を含めたものが、

２億４，５４０万６，０００円減の５，１８２万１，０００円となっております。

投資的経費全体としましては、１２億４，７３７万５，０００円増の２０億３，９２９万１，

０００円となり、歳出に占める割合は２１．４％となりました。

次に、７ページをお願いします。その他経費について御説明をいたします。物件費２億５，３

２１万７，０００円増の１２億６，１６４万６，０００円で、複合施設整備事業で１億１１７万

４，０００円増、プレミアム商品券発行事業で３，７４９万６，０００円増、がんばれふるさと

寄付金事業で２，９８７万７，０００円の増などが主な要因でございます。

維持補修費は、３，６６８万１，０００円増の７，３７１万円となります。

補助費等は、１１億３，２１１万８，０００円増の２４億９，７１３万３，０００円となりま

した。病院事業２，５０２万５，０００円の増、コロナに負けるな！飲食業等定額応援金事業８

１０万円の増などによるものでございます。

積立金につきましては８８２万７，０００円の減で、３，６５９万円となっています。

繰出金は２，１４０万５，０００円増の７億１，９４７万１，０００円となり、各特別会計へ

繰り出しでございます。

結果といたしまして、その他経費全体では１４億３，４６５万４，０００円増の４５億８，８

６１万円となり、歳出に占める割合は４８．１％となっています。
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下段にグラフをつけておりますので、御確認をお願いしたいと思います。その中でも人件費、

普通建設事業費、補助費等が増加をしています。

８ページを御覧ください。８ページには基金の状況をつけております。財政調整基金は４２万

９，３１１円を積み立て、８億２，１８５万９，３８９円。減債基金は５２万１，４２７円を積

み立て、１億８，０００万円を取り崩し、８億１，８２０万２，６０９円。その他特定目的基金

は、計３，５６３万９，５７３円を積み立て、１，０３４万１，０２１円を取り崩した結果、１

３億３，３１６万７，６１０円となり、財政調整基金、減債基金、その他特定目的基金の合計は

２９億７，３２２万９，６０８円となっています。

このほか定額運用、特別会計を加えた総合計は、３１億９，９８０万５５５円となっています。

続いて、地方債の状況でございます。令和２年度においては、１２億３，５８０万円を発行し

ております。

元金償還額は６億９，４６７万２，０００円で、令和２年度末現在高は６４億４，７２５万５，

０００円と、昨年と比較いたしまして５億４，１１２万８，０００円増加いたしております。

続きまして、９ページをお願いします。財政状況の推移についてでございます。まず、標準財

政規模でございます。３段目の表の右下、令和２年度の計を御覧いただきたいと思います。４４

億１，４９５万４，０００円となりました。昨年度に比べまして１億７，２７５万５，０００円

増加しています。標準財政規模は一般的には大きいほうがよい指標でありますが、事業実施の状

況により年次的に変動しているものでございます。平成２３年の４５億円台から年次的に減少し、

近年は４３億円台を維持しておりました。令和２年度は地方消費税交付金や普通交付税の影響に

より、４４億円台まで増加をしております。

続いて、財政力指数でございます。先ほどの標準財政規模の下の欄に記載をしております。こ

の指数は１に近いほど財政的に自主財源に富んでいるということを表しています。令和２年度の

指数は、昨年の指数と比べると０．００７ポイント上昇の０．２６９でございました。財政的に

依存財源に頼っているということには変わりはございません。財政運営の安定にはこの指標の増

加が目標でございます。

続いて、１０ページを御覧ください。町税の推移でございます。町民税は法人町民税が減少し

たことにより、令和元年度と比較して減少をしております。固定資産税については、土地、家屋

が増加しています。これは新増築家屋の評価件数の増加による増収によるもので、消費税率の改

定前の駆け込み需要の影響があったものと推察をいたします。償却資産については、平成２６年

度までは年次的な減少が特徴でございましたけれども、町内誘致企業による機械設備の増設や太
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陽光発電設備の設置などにより、近年は増収の傾向にあります。

続いて、１１ページを御覧ください。経常収支比率でございます。上段の表の一番下、経常収

支比率が９２．１となりました。その理由として一番下の欄に分析していますように、歳入の経

常一般財源は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により町民税が大きく減収となり、町税全

体で８，２２２万円減少いたしましたが、普通交付税が増加したことにより、全体で１億２５９

万３，０００円の増加となりました。

一方、歳出は維持補修費、繰出金で減少いたしましたが、人件費、公債費、補助費等が増加し

ていることから、全体で８，４２４万４，０００円の増加となっています。令和２年度は前年に

比べまして０．３ポイント下降し、９２．１となりました。８０ポイント以下が望ましいとされ

ていますので、年次的に財政の硬直化が進んでいる状況でございます。

１２ページをお願いいたします。地方交付税でございます。

まず、普通交付税です。上の表の４段目の一本算定のところを御覧ください。令和２年度は２

９億３，９０１万５，０００円となりました。平成２６年度までは合併から１０年間受けること

ができる合併算定替えの特例措置の期間中でありましたので、有利な金額を頂いておりましたけ

れども、平成２７年度からは段階的に縮減され、令和２年度からは一本算定となっております。

特別交付税は、前年度と比較して１５万９，０００円増加しております。交付税総額としては、

臨時財政対策債を入れて合計３４億９，０５２万４，０００円となっております。今後、より一

層の歳出削減に取り組む必要があります。以下にグラフ化をしておりますので、お読み取りをお

願いします。

続いて、１３ページをお開きください。一般会計歳出決算額の性質別の推移について御説明を

いたします。平成２３年度からの推移を記載をしております。

義務的経費においては人件費が伸びています。扶助費についてはこのたびは減少いたしました

が、今後の伸びは想定されるところであり、義務的経費の増加につながっていくことが考えられ

ます。

物件費、補助費等は、歳出に占める割合は大きなものがあります。

繰出金についても増加傾向にあり、今後も注視する必要があります。

普通建設、災害復旧事業については、年によって投資活動や災害発生の状況により決算額が変

動いたします。

令和２年度の特徴といたしましては、令和元年度から２か年にわたり建設を進めてきた複合施

設整備事業と、令和２年度から整備を進める光ファイバ整備事業による普通建設事業費の増、補
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助費等の増は増加傾向にある病院事業に加え、新型コロナウイルス感染症拡大への対策として住

民への生活支援と地域経済の活性化に向けた事業を展開したことに起因するものでございます。

続いて、１４ページを御覧ください。公債費の推移でございます。令和２年度の公債費負担比

率は１３．８となりました。昨年度と比較いたしましてマイナス０．２ポイントとなっています。

次に、実質公債費比率です。過去３年間の比率の平均が１８％を超えると地方債の発行には許

可が必要となります。２５％を超えると一定の種類の地方債の発行が認められなくなります。令

和２年度の３か年分の平均は、０．８ポイント減の１１．４となっております。

次に、普通会計の地方債現在高の推移でございます。中ほどの表を御覧ください。令和２年度

は複合施設整備事業や光ファイバ整備事業に合併特例事業債を活用したため、大きく増加いたし

ました。令和２年度末においては６４億４，８１４万３，０００円となりました。

続いて、１５ページをお願いします。地方債現在高に対する基金残高と算入交付税の推移でご

ざいます。平成２３年度より基金残高と算入交付税を加えたものが起債残高を上回るようになり、

令和２年度末においては１８億２，０２５万８，０００円上回っています。近年、基金の取崩し

によって収支バランスを維持してきています。起債残高の減少が上回るため、将来負担への抑制

が保たれている現状でございます。

次に、一般会計等歳出決算額、性質別のうち人件費の推移でございます。合併当初１８８人の

職員数でございましたが、令和２年度におきましては１２９人と、ほぼ３分の２になっておりま

す。令和２年度から会計年度任用職員が人件費に加わったことにより、総人件費では前年度比１

億３，２４７万８，０００円増の１２億３，１２３万７，０００円となりました。

最後に、決算書のほうです。決算書の２１３ページには財産に関する調書、それから２１７ペ

ージには定額基金の運用状況を記載しておりますので、お読み取りをお願いしたいと思います。

長くなりましたが、私のほうからは以上でございます。御審議のほど、よろしくお願いいたし

ます。

○議長（景山 浩君） ここで休憩を入れます。機械の調整が必要ということでございますので。

それでは、再開は午後３時とさせてください。

午後２時４５分休憩

午後３時００分再開

○議長（景山 浩君） 会議を再開します。

提案理由の説明の前に訂正がありますので、総務課長、大塚壮君。
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○総務課長（大塚 壮君） 総務課長でございます。先ほどの提案の中で、Ａ３判の縦のところ

で、１１ページで町税の関係で桁が間違っておりまして、私の説明の桁が間違っておりました。

正しくは８２２万円町税が少なくなっていると、８２２万２，０００円減少しているといったと

ころです。説明の中では「８，２２２万円」と言いましたけれども、「８２２万２，０００円」

が正解でございますので、御訂正をお願いしたいと思います。

○議長（景山 浩君） それでは、引き続き、町長から提案理由の説明を求めます。

町民生活課長、芝田卓巳君。

○町民生活課長（芝田 卓巳君） 町民生活課長です。議案書のほう、２ページをお願いします。

議案第５７号、令和２年度南部町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について。

地方自治法第２３３条第３項の規定により、令和２年度南部町国民健康保険事業特別会計歳入

歳出決算を別紙監査委員の意見をつけて議会の認定に付する。

それでは、決算書のほう、お願いいたします。１３３ページでございます。実質収支に関する

調書。歳入総額１３億２，９５１万７２２円、歳出総額１３億２，３００万１，４１５円、歳入

歳出差引き額が６５０万９，３０７円。翌年度へ繰り越すべき財源はありません。実質収支額は

同額の６５０万９，３０７円でございます。

それでは、歳出から説明をいたします。１２３ページをお開きください。主なもので説明いた

します。１款総務費です。予算現額１，２６１万３，０００円に対し、支出済額１，１２１万９

８７円でした。

１目一般管理費は、国保事務に要する経常的支出となります。報酬はレセプト点検員の報酬、

委託料は電算処理業務委託、負担金補助及び交付金は国保連合会への負担金であります。

２款保険給付費です。予算現額９億３，３００万２，０００円に対し、支出済額９億３，０２

４万７，８２９円でございました。内訳としまして、１目の一般被保険者療養給付費が支出済額

８億３７１万８４４円で、国民健康保険の一般被保険者が医療に要した費用の公費負担分となり

ます。

３目の一般被保険者療養費の支出済額２９７万６，６１５円は、一般被保険者が補装具、整体

費等の医療を補完する費用に支出した公費の負担分になります。

５目の審査支払手数料の支出済額２６３万６，８６５円は、鳥取県国保連合会に支払うレセプ

ト審査の手数料になります。

２項の高額療養費は、予算現額１億２，０５２万円に対し、１億１，９３２万３，５０５円を

支出しています。高額療養費は、一月に支払われた医療費の本人負担額が個人ごとの限度額を超
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えた場合に超えた部分を支給するものです。

４項１目の出産育児一時金は、予算現額１６８万円に対して、１２６万円を支出しています。

昨年は３名でございました。

５項１目の葬祭費は、予算現額４８万円に対し、３４万円を支出してます。喪主に対して支払

われる葬祭費になります。昨年は１７名に支払いをしております。

６項１目の傷病手当金は、コロナによる傷病給付でございましたが、幸いにも対象はありませ

んでしたので、支出はしておりません。

３款の国民健康保険事業費納付金は、予算現額２億９，８２４万５，０００円に対しまして、

２億９，８２４万２，１７１円を支出しております。こちらは鳥取県に支払う納付金になり、医

療給付費分、後期高齢者支援金等分、介護納付金分ということでそれぞれ負担しております。

６款保健事業費の１目特定健康診査等事業費、予算現額１，１０４万１，０００円に対して、

９６９万５，８４９円を支出しております。被保険者の生活習慣病を中心とした疾病予防と、医

療費の伸びを抑制することを目的に行う特定健診などの費用になります。

２項保健事業費は１，８２９万４，０００円の予算現額に対し、１，７１６万４，７９４円を

支出しております。１目保健施設普及費は、人間ドック、がん検診等に係る支出、２目の保健施

設管理費はすこやかの管理に係る支出になります。

７款の基金積立金は補正により５，０００万円を計上し、全額を基金に積み立てております。

８款諸支出金の２項繰出金、１目直営診療施設勘定繰出金は、西伯病院が行う健康づくり事業

などに対して特別調整交付金で交付決定となった金額を西伯病院に繰り出したもので、５７３万

１，０００円を支出しております。

歳出合計としまして、予算現額１３億２，９８８万１，０００円に対し、支出済額１３億２，

３００万１，４１５円となりました。

続きまして、歳入です。１１７ページを御覧ください。１款国民健康保険税です。調定額２億

４，６５１万５，３６５円に対し、収入済額２億７５９万６，６６４円、不納欠損額６４万６，

０２０円、収入未済額３，８２７万２，６８１円でございました。現年の徴収率は９６．９９％

となっております。節ごとの内訳につきましては、御覧いただきますようお願いします。

３款の国庫支出金の１目災害等臨時特例補助金の調定額５５万３，０００円、収入済額５５万

３，０００円は、コロナによる保険料減免に対する補助金です。

以下、調定額と収入額は同額でございますので、調定額は省かせていただきます。

５款県支出金、２項県補助金、１目保険給付費等交付金です。収入済額９億６，５１７万９，
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９９９円です。内訳は、普通交付金が９億２，４１２万１，９９９円、特別交付金が４，１０５

万８，０００円でございました。

８款繰入金、１項繰入金、１目一般会計繰入金は、収入済額が１億３，９７４万２，８３１円

でございます。内訳は、出産育児一時金、事務費・基盤安定・財政安定支援事業に充てるもので

ございます。昨年はその他繰入れとしまして５，０００万円を繰入れしています。

９款の繰越金は１，１７８万６，６８０円で、元年度の繰越金でございます。

１０款諸収入の２項雑入は、交通事故による第三者行為納付金として、１目一般被保険者第三

者行為納付金３４８万４，８６９円を収入しております。

３目の一般被保険者返納金、収入済額１０４万１，５１７円は、国保喪失後に保険証使用をさ

れたことによる返還金となっております。

６目の一般会計貸付金につきましては、最終的に赤字決算に至らなかったことから予算を承認

いただきましたが、収入はしておりません。

歳入合計としまして、調定額１３億６，８４２万９，４２３円、収入済額１３億２，９５１万

７２２円、不納欠損額６４万６，０２０円、収入未済額３，８２７万２，６８１円でございまし

た。

以上、国保会計の説明を終わります。御審議よろしくお願いいたします。

続きまして、議案書３ページでございます。議案第５８号、令和２年度南部町後期高齢者医療

特別会計歳入歳出決算の認定について。

地方自治法第２３３条第３項の規定により、令和２年度南部町後期高齢者医療特別会計歳入歳

出決算を別紙監査委員の意見をつけて議会の認定に付する。

それでは、決算書のほうでございます。決算書の１４６ページをお願いいたします。実質収支

に関する調書です。歳入総額１億４，８５４万６，７６１円、歳出総額１億４，７７７万４，０

７０円、歳入歳出差引き額７７万２，６９１円。翌年度に繰り越すべき財源はありません。実質

収支額は７７万２，６９１円でございました。

では、歳出から説明をいたします。１４２ページでございます。１款総務費です。予算現額２

７９万円に対しまして、支出済額２５６万７，５１４円でした。１項の総務管理費は保険証交付

に係る事務費で、２項の徴収費は保険料を集めるための事務費になります。

２款の分担金及び負担金は、徴収した保険料と負担事務費分を後期高齢者医療広域連合に支出

するものでございます。予算現額１億４，０４５万７，０００円で、支出済額が１億４，００６

万２，６８９円でございました。

－３０－



４款保健事業費、１項健康保持増進事業費、１目健康診査費は、健診に係る支出になります。

予算現額５１４万４，０００円に対しまして、支出済額が４９６万７，４６７円でした。

歳出合計は、予算現額１億５，１５３万３，０００円に対しまして、支出済額が１億４，７７

７万４，０７０円でございました。

続いて、歳入でございます。１３８ページです。１款の後期高齢者医療保険料です。調定額９，

７４８万６，３２９円に対し、収入済額９，７２７万５，８９２円、不納欠損額が７万１，１０

０円、収入未済額１３万９，３３７円でございました。現年度分保険料につきましては、還付処

理が年度内にできなかったものがあるため、収入超過という具合になっております。

４款繰入金は、４，３４０万９，４４３円を収入しております。事務費繰入れ分と基盤安定繰

入れ分になります。

５款の繰越金は、前年度繰越しとして２５４万４，５７１円の収入です。

６款諸収入の主なものは３項雑入で５００万１５５円を収入しております。広域連合からの健

康診査委託金収入がほとんどになります。

歳入合計は、調定額１億４，８７５万７，１９８円、収入済額１億４，８５４万６，７６１円、

不納欠損額が７万１，１００円、収入未済額が１３万９，３３７円でございました。

以上、後期高齢者医療特別会計の説明を終わります。御審議よろしくお願いいたします。

続きまして、議案書４ページでございます。議案第５９号、令和２年度南部町墓苑事業特別会

計歳入歳出決算の認定について。

地方自治法第２３３条第３項の規定により、令和２年度南部町墓苑事業特別会計歳入歳出決算

を別紙監査委員の意見をつけて議会の認定に付する。

では、決算書のほうが１５５ページになります。実質収支に関する調書です。歳入総額１４１

万４，７４１円、歳出総額１１０万８，２２１円、歳入歳出差引き額が３０万６，５２０円。翌

年度へ繰り越すべき財源はありません。実質収支額が３０万６，５２０円となります。

それでは、初めに、この会計は歳入のほうから説明をいたします。１５１ページを御覧くださ

い。１款の使用料及び手数料です。調定額９３万９，８８０円に対して、９３万３，０１０円を

収入しており、収入未済が６，８７０円でございました。墓地の使用料と墓地の手数料になりま

す。手数料は西伯墓苑の２９９区画からの収入です。

前年度繰越金は４８万１，７３１円でございました。

以上、歳入合計が調定額１４２万１，６１１円に対し、収入済額が１４１万４，７４１円、収

入未済が６，８７０円でございます。
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続いて、歳出のほうです。１款総務費です。墓地の管理に要する経費になります。１目一般管

理費、予算現額９７万円に対しまして、支出済額が７１万９，４２１円。委託料の金額は、西伯

墓苑の管理委託なります。

２款諸支出金、１項償還金、１目償還金は、西伯墓苑と円山墓地の返還に対して使用料を返還

したもので、予算現額６２万６，０００円に対しまして、３８万８，８００円を支出しておりま

す。

合計しまして、歳出は予算現額１６８万３，０００円に対して１１０万８，２２１円、不用額

が５７万４，７７９円という歳出でございます。

以上、墓苑事業特別会計の説明を終わります。御審議よろしくお願いいたします。

○議長（景山 浩君） 税務課長、三輪祐子君。

○税務課長（三輪 祐子君） 税務課長でございます。それでは、議案書の５ページをお願いしま

す。議案第６０号、令和２年度南部町住宅資金貸付事業特別会計歳入歳出決算の認定について。

地方自治法第２３３条第３項の規定により、令和２年度南部町住宅資金貸付事業特別会計歳入

歳出決算を別紙監査委員の意見をつけて議会の認定に付するものでございます。

それでは、決算書で説明をいたしますので、決算書の１６４ページをお開きください。実質収

支に関する調書でございます。歳入総額は７５８万８，０６６円、歳出総額は１１０万９，７７

７円、歳入歳出差引き額は６４７万８，２８９円。翌年度へ繰り越すべき財源はありませんので、

実質収支額は６４７万８，２８９円となります。

次に、歳出から御説明いたします。１６２ページをお開きください。１款総務費、１項総務管

理費、１目一般管理費でございます。予算現額２１万６，０００円に対しまして、支出済額２０

万４，１６７円でございます。これは全て貸付金の徴収に係る事務経費を支出しております。

次に、２款公債費、１項公債費、１目元金でございます。予算現額８６万６，０００円に対し

まして、支出済額は８６万５，６００円でございます。これは住宅新築資金、宅地取得資金の地

方債の元金の償還金でございます。

次に、２目利子でございます。予算現額４万１，０００円に対しまして、支出済額は４万１０

円でございます。住宅新築資金、宅地取得資金の地方債の償還金に係る利子となっております。

続きまして、歳入を御説明いたします。１６０ページをお願いします。初めに、１款県支出金、

１項県補助金、１目助成事業費県補助金でございます。調定額１５万２，０００円に対しまして、

収入済額も同額でございます。これは事務経費に対する県補助金でございます。

次に、２款繰越金です。調定額５２４万７，８９２円、収入済額も同額でございます。
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次に、３款諸収入、１項貸付金元利収入でございます。貸付金元利収入につきましては、住宅

新築資金、住宅改修資金、宅地取得資金の元利収入となっております。それぞれの資金の現年度

分と滞納分を合わせまして、貸付金元利収入は調定額９，１６０万１，６８０円、収入済額が２

１８万８，１７４円、収入未済額が８，９４１万３，５０６円でございます。この収入済額は全

て滞納繰越分の収入となっております。

以上で説明を終わります。御審議のほど、よろしくお願いいたします。

○議長（景山 浩君） 建設課長、田子勝利君。

○建設課長（田子 勝利君） 建設課長でございます。議案書の６ページをお願いいたします。議

案第６１号、令和２年度南部町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定について。

地方自治法第２３３条第３項の規定により、令和２年度南部町農業集落排水事業特別会計歳入

歳出決算を別紙監査委員の意見をつけて議会の認定に付するものでございます。

それでは、決算書の１７７ページをお開きください。実質収支に関する調書でございます。歳

入総額が２億４，０６２万３，６２４円、歳出総額が２億４，０４７万１，５６８円、歳入歳出

差引き額は１５万２，０５６円です。翌年度へ繰り越すべき財源はございませんので、実質収支

額は１５万２，０５６円です。そのうち基金の繰入額はございません。

次に、１７３ページをお願いいたします。歳出から御説明いたします。１款総務費、これは主

に職員給与費や、処理場などの施設管理費を支出しているものでございます。支出済額６，９６

２万４，４８３円で、予算に対する不用額は１９３万７，５１７円です。

次に、２款公債費です。起債の償還元金、利子の償還でございます。支出済額が１億７，０８

４万７，０８５円、不用額は４５万６，９１５円です。

次に、１７５ページをお願いいたします。歳出合計といたしまして、支出済額２億４，０４７

万１，５６８円、不用額は２３９万４，４３２円です。

続きまして、１６９ページをお願いいたします。歳入でございます。１款分担金及び負担金で

す。調定額が３３６万４４１円、収入済額が３５万円で、収入未済額は３０１万４４１円です。

次に、２款使用料及び手数料です。調定額が７，６４７万８，０４５円、収入済額は７，２１

８万１，８５０円、収入未済額は４２９万６，１９５円です。

次に、３款国庫支出金はございません。

４款繰入金、これは一般会計からの繰入金になります。調定額が１億１０１万２，３１３円、

収入済額も同額でございます。

５款繰越金です。調定額が１７万９，４６１円、収入済額も同額でございます。
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次の１７１ページをお願いいたします。６款諸収入はありません。

７款町債です。資本費平準化債の借入れなどになります。調定額が６，６９０万円、収入済額

も同額でございます。

歳入合計としまして、調定額２億４，７９３万２６０円、収入済額は２億４，０６２万３，６

２４円、収入未済額は７３０万６，６３６円でございます。

以上、御審議よろしくお願いいたします。

続きまして、議案書の７ページをお願いいたします。議案第６２号、令和２年度南部町浄化槽

整備事業特別会計歳入歳出決算の認定について。

地方自治法第２３３条第３項の規定により、令和２年度南部町浄化槽整備事業特別会計歳入歳

出決算を別紙監査委員の意見をつけて議会の認定に付するものでございます。

決算書の１９０ページをお願いいたします。実質収支に関する調書でございます。歳入総額５，

５６４万９，９４５円、歳出総額５，５６３万４，９６５円、歳入歳出差引き額は１万４，９８

０円です。翌年度へ繰り越すべき財源はございません。実質収支額は１万４，９８０円になりま

す。基金の繰入額はございません。

次に、１８６ページをお願いいたします。１８６ページで歳出から御説明いたします。１款総

務費、主に浄化槽の維持管理費と新設の設置工事費に係るものでございます。支出済額４，０１

２万６，０５１円、不用額は５０８万１，９４９円でございます。

次に、２款公債費です。起債の元金、利子の償還金になります。支出済額１，５５０万８，９

１４円、不用額は１万５，０８６円でございます。

次に、３款予備費の支出はございません。

次の１８８ページをお願いいたします。歳出合計は、支出済額５，５６３万４，９６５円、不

用額は５２６万５，０３５円でございます。

次に、１８２ページをお願いします。歳入でございます。１款分担金及び負担金です。これは

浄化槽設置に係る分担金になります。調定額が１０１万４，０００円で、収入済額６０万円、収

入未済額は４１万４，０００円です。

２款使用料及び手数料です。調定額が２，１５２万１，５３６円、収入済額が２，０１１万９，

３１０円、収入未済額は１４０万２，２２６円です。

次に、３款国庫支出金です。調定額が１６９万２，０００円で、収入済額も同額でございます。

４款繰入金です。一般会計からの繰入金になります。調定額が３，０５４万５，８５５円で、

収入済額も同額でございます。
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５款繰越金です。調定額１万１，０８０円で、収入済額も同額です。

次の１８４ページをお願いいたします。６款諸収入です。調定額が１８万１，７００円、収入

済額も同額でございます。これは消費税の確定申告の還付金になっております。

７款町債、浄化槽の設置工事に係る起債の借入れになります。調定額が２５０万円で、収入済

額も同額でございます。

歳入合計が、調定額５，７４６万６，１７１円、収入済額は５，５６４万９，９４５円、収入

未済額は１８１万６，２２６円でございます。

以上、御審議のほど、よろしくお願いいたします。

続きまして、議案書の８ページをお願いいたします。議案第６３号、令和２年度南部町公共下

水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について。

地方自治法第２３３条第３項の規定により、令和２年度南部町公共下水道事業特別会計歳入歳

出決算を別紙監査委員の意見をつけて議会の認定に付するものでございます。

決算書の２０３ページをお願いいたします。実質収支に関する調書でございます。歳入総額１

億９，７６９万９，２６８円、歳出総額１億９，７６３万４，３８２円、歳入歳出差引き額は６

万４，８８６円です。翌年度へ繰り越すべき財源はございませんので、実質収支額は６万４，８

８６円、そのうち基金の繰入額はございません。

次に、１９９ページをお願いいたします。１９９ページで歳出から御説明いたします。１款総

務費、職員給与費や、処理場など施設の維持管理費になります。支出済額９，９６３万９，４２

０円、不用額は５３４万１，６８０円です。

次に、２款公債費、起債の元金、利子の償還金になります。支出済額９，７９９万４，９６２

円、不用額は２１万１，０３８円です。

３款予備費の支出はございません。

次の２０１ページをお願いいたします。歳出合計です。支出済額１億９，７６３万４，３８２

円、不用額は５６６万４，７１８円です。

次に、１９５ページをお願いいたします。歳入になります。１款分担金及び負担金です。調定

額が８５０万２，４２１円、収入済額は１４３万２，０００円、収入未済額は７０７万４２１円

です。

次に、２款使用料及び手数料です。調定額６，９１１万７，７６２円、収入済額６，６６０万

１，５６９円、収入未済額は２５１万６，１９３円です。

３款国庫支出金、調定額２，１８２万円で、収入済額も同額でございます。これはストックマ
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ネジメント、いわゆる更新計画に係る委託費の国庫補助金でございます。令和元年度から２年度

への繰越分１，５００万円を含むものでございます。

４款繰入金です。一般会計からの繰入金になります。調定額６，８３４万６１８円、収入済額

も同額でございます。

５款繰越金です。調定額１，５１８万６，１８１円で、収入済額も同額でございます。

次の１９７ページをお願いいたします。６款諸収入です。調定額２７１万８，９００円、収入

済額も同額でございます。これは雑入として消費税の確定申告の還付金でございます。

７款町債です。調定額２，１６０万、収入済額も同額です。

歳入合計としまして、調定額２億７２８万５，８８２円、収入済額は１億９，７６９万９，２

６８円、収入未済額は９５８万６，６１４円でございます。

以上でございます。御審議のほど、よろしくお願いいたします。

○議長（景山 浩君） 町民生活課長、芝田卓巳君。

○町民生活課長（芝田 卓巳君） 町民生活課長です。議案書９ページでございます。議案第６４

号、令和２年度南部町太陽光発電事業特別会計歳入歳出決算の認定について。

地方自治法第２３３条第３項の規定により、令和２年度南部町太陽光発電事業特別会計歳入歳

出決算を別紙監査委員の意見をつけて議会の認定に付する。

それでは、決算書のほう、２１２ページでございます。実質収支に関する調書。歳入総額８，

０７４万６，６８１円、歳出総額８，０７１万６，６８１円、歳入歳出差引き額が３万円。翌年

度へ繰り越すべき財源はありません。実質収支額は３万円でございます。

では、歳入のほうから説明いたします。２０８ページでございます。主なものは４款諸収入、

１項収益事業収入、１目売電収入でございます。予算現額８，０００万円に対し、調定額７，９

５７万２，５７７円で、同額を収入しております。

歳入合計が、調定額及び収入済額８，０７４万６，６８１円でございました。

続いて、歳出のほうでございます。１款総務費、１項総務管理費、１目維持管理費、予算現額

４，６５４万５，０００円に対し、支出済額４，６０２万９，７１５円。これは鶴田の太陽光発

電施設の施設維持に係る経費になります。積立金は基金積立てに３，５５５万３，９４７円を積

み立てております。

公課費は消費税及び地方消費税分の支出となります。

２款環境費は、一般会計で行っております自然エネルギー関係の補助金として繰り出したもの

で、５０２万円を支出しております。
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３款公債費は２，９６６万６，９６６円を支出しており、電気事業債の償還のための元金と利

息になります。

歳出合計、予算現額が８，１２３万３，０００円、支出済額８，０７１万６，６８１円、不用

額が５６６万４，７１８円でございました。

以上、太陽光発電事業特別会計の説明を終わります。御審議よろしくお願いします。

○議長（景山 浩君） 建設課長、田子勝利君。

○建設課長（田子 勝利君） 建設課長でございます。議案書の１０ページをお願いいたします。

議案第６５号、令和２年度南部町水道事業会計決算の認定について。

地方公営企業法第３０条第４項の規定により、令和２年度南部町水道事業会計決算を別紙監査

委員の意見をつけて議会の認定に付するものでございます。

別冊の水道会計の決算書で御説明いたします。１ページ目から順に御説明します。１の収益的

収入及び支出の収入でございます。第１款水道事業収益の第１項営業収益、２項営業外収益、３

項特別利益を合わせまして、決算額が２億１，６３５万５，８７５円でございます。予算に比べ

５６１万９，１２５円の減でございます。

続きまして、２ページをお願いします。２ページは支出でございます。第１款水道事業費用の

営業費用と営業外費用を合計しまして、決算額が２億８６万１，７９９円。不用額が１，３２５

万６，２０１円でございます。

続きまして、３ページをお願いいたします。資本的収入及び支出の収入でございます。第１款

資本的収入の企業債、出資金、工事負担金を合計しまして、決算額が４，８５０万５，６８９円

です。予算に比べまして１，６７１万６，３１１円の減でございます。

続きまして、４ページをお願いします。支出になります。第１款資本的支出の建設改良費と企

業債償還金を合計しまして、決算額１億４，５９７万２１７円、不用額は５４１万３，７８３円

です。資本的収入額が資本的支出額に不足する額９，７４６万４，５２８円は、当年度損益勘定

留保資金をもって補填するものとしております。

続きまして、５ページをお願いいたします。令和２年度南部町水道事業会計損益計算書でござ

います。この計算書につきましては税抜きの金額となります。１、営業収益。主に給水収益でご

ざいます。営業収益の合計は、１億５，０３２万８，１６８円でございます。

２、営業費用です。施設の維持管理費や減価償却費が主なものになります。合計が１億７，１

３６万７，２３０円で、営業利益としましてはマイナスの２，１０３万９，０６２円でございま

す。
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続いて、３の営業外収益です。これは他会計からの補助金が主な収入となるものです。合計し

まして５，１１１万８，９７３円です。

４、営業外費用。企業債利息が主な支出でございます。合計で１，８７９万１，３７７円。営

業外の利益としましては３，２３２万７，５９６円でございます。

次の６ページになります。営業利益と営業外利益を合わせまして、右上、一番上ですけども、

１，１２８万８，５３４円が令和２年度の経常利益となりまして、５、特別利益と６、特別損失

はありませんので、当期の利益としましては１，１２８万８，５３４円となるものでございます。

次の７ページをお願いいたします。令和２年度南部町水道事業剰余金計算書でございます。こ

ちらは前年度の繰越利益剰余金に令和２年度の当期の利益を足しまして、令和２年度末の繰越利

益剰余金はマイナスの１億７，９６６万９，７０６円でございます。

次に、８ページをお願いいたします。８ページは令和２年度南部町水道事業会計貸借対照表で

ございます。まず、資産の部になります。１、固定資産の合計は、次の９ページの右上になりま

すけども、２２億４，３６２万７，９４６円でございます。

流動資産合計は、７，３７３万８，６５３円で、固定資産と流動資産を合わせまして資産の合

計が２３億１，７３６万６，５９９円となります。

続いて、負債の部でございます。３、固定負債です。主に起債の残額になります。合計で７億

１，９８５万１，７５７円でございます。

次に、４、流動負債です。主に起債と未払い金になります。合計は次の１０ページの右上にな

ります。１億２３３万９，９５４円になります。

５、繰延べ収益。これは長期前受金でございます。繰延べ収益の合計としまして、７億２，４

５７万２，３４０円。固定負債と流動負債と繰延べ収益を合計しまして、１５億４，６７６万４，

０５１円が負債の合計でございます。

続きまして、資本の部です。６、資本金の合計額は、５億７，５８７万２５１円でございます。

７、剰余金。合計は次の１１ページになります。下から３行目です。剰余金合計は１億９，４

７３万２，２９７円です。

資本の合計は７億７，０６０万２，５４８円で、負債と資本の合計が２３億１，７３６万６，

５９９円となります。

次に、１５ページをお願いいたします。１５ページは令和２年度南部町水道事業報告でござい

ます。

概要の総括事項としまして、順に説明いたします。①の老朽施設についてです。令和元年度に
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策定しました経営戦略と本管破損漏水（修理）等の実績によりまして、令和２年度は円山地区と

天萬地区の配水管布設替えを実施しました。

令和２年度の更新管路としましては、円山地区の配水管で６５９．４メートル、円山地区の進

捗率としましては、５１．４％でございます。天萬地区の配水管につきましては、４５．５メー

トルの布設替えを行っております。天萬地区の進捗率は、１．９％となります。

続いて、②の水道料金についてでございます。令和２年７月分より一般用水道料金の料金改定

を実施しました。

また、新型コロナウイルス感染症に係る生活支援を目的としまして、令和２年７月分と令和２

年９月分の一般用使用者の基本料金を一律、全額免除を実施しております。

次に、経営についてでございます。収入面ですけども、給水収益は前年度比で２．９％増加し

ております。

支出面につきましては、動力費につきまして電力会社の契約を一部変更しておりまして、前年

度比で９．９％の経費削減となっております。修繕費につきましては、更新管路の漏水工事の件

数が減少しておりまして、前年度比で１４％の減少となっております。

次に、料金改定により収入の増加もありまして、当年度純利益１，１２８万８，０００円の黒

字経営となっております。今後も経費の削減、事業の効率化を徹底しまして、料金収入や施設更

新・維持管理費用など中長期で見据えながら、財政の健全化を図ってまいりたいというところで

ございます。

次に、給水状況についてです。令和２年度末の給水人口は１万５４８人、給水件数は４，０６

８件、年間有収水量は１１３万８，０８８トン、有収率は８７．９％で、前年度末から現状維持

となっております。

次に、１６ページお願いいたします。１６ページの収益的収入及び支出に係る事業についてに

なります。総収益は２億１４４万７，０００円でございます。総費用は１億９，０１５万９，０

００円でございますので、当年度の純損益は１，１２８万８，０００円の黒字でございます。当

初予算では１，０９１万１，０００円の黒字を見込んでおりましたので、ほぼ予定どおりの決算

となっております。

続きまして、１７ページをお願いいたします。１７ページは建設工事の概要になります。令和

２年度は上水道区域におきまして、拡張工事として円山地区と天萬地区での老朽管の更新工事を

行っております。旧簡易水道区域につきましては、金山配水池の残留塩素計の更新工事を行って

おります。
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続いて、１８ページをお願いします。こちらには支払い額、修繕費用が１０万円以上の修繕工

事の概要を載せております。上水道区域では３７件ございました。令和元年度は４０件でござい

ます。修繕件数はほぼ変わっておりませんけども、水道の本管に係るものが前年度の令和元年度

から半減しておりまして、令和２年度は２０件を数えております。円山地区で行っています布設

替え、いわゆる更新工事の効果が出ているものと思っております。旧簡易水道区域では３件でご

ざいます。令和元年度は２件でございました。

続きまして、２２ページをお願いいたします。２２ページは企業債の概要ございます。上水道

事業の年度末現在高は、６億４，５１７万３，１５０円でございます。簡易水道事業は１億６，

１２６万１，０５６円で、合計しまして８億６４３万４，２０６円でございます。

明細につきましては、２９ページと３０ページにまとめております。

次に、２３ページになります。令和２年度キャッシュ・フロー計算書でございまして、一番下、

資金期末残高につきまして、いわゆる３月末の現金は２，４０４万４５８円となっております。

次の２４ページからは明細書になりますので、お読み取りをお願いしたいと思います。

また、毎年度御用意しています３条の経常収支と４条の資本的収支の推移計算表につきまして

は、委員会のほうに御用意し説明したいという段取りをしております。

以上でございます。御審議のほど、よろしくお願いいたします。

○議長（景山 浩君） 病院事業管理者、林原敏夫君。

○病院事業管理者（林原 敏夫君） 病院事業管理者でございます。議案書の１１ページをお願い

いたします。議案第６６号、令和２年度南部町病院事業会計決算の認定について。

地方公営企業法第３０条第４項の規定により、令和２年度南部町病院事業会計決算を別紙監査

委員の意見をつけて議会の認定に付するものでございます。

別冊で御用意してます決算報告書をお願いいたします。議案第６６号、令和２年度南部町病院

事業会計決算報告書でございます。

１ページを御覧ください。令和２年度南部町病院事業決算報告書。１、収益的収入及び支出。

収入でございます。第１款病院事業収益、当初予算額２４億１，６０８万６，０００円に対し、

補正予算額１億３，４８９万５，０００円加え、予算額合計２５億５，０９８万１，０００円で

ございました。決算額２３億２，２４２万２，５３５円、予算額に比べ決算額はマイナス２億２，

８５５万８，４６５円でございました。内訳は、第１項医業収益、第２項医業外収益、第３項特

別利益、記載のとおりでございます。

下の段、支出でございます。第１款病院事業費用。当初予算額２４億１，６０８万６，０００
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円に対し、補正予算額７，０９１万８，０００円を加え、予算額合計２４億８，７００万４，０

００円でございました。決算額２３億３，１８８万１，３９４円となり、予算額に対しまして１

億５，５１２万２，６０６円の不用額でございました。その内訳は、第１項医業費用、第２項医

業外費用、第３項特別損失、記載のとおりでございます。

２ページを御覧ください。資本的収入及び支出でございます。収入。第１款資本的収入、当初

予算額３億３，４１９万５，０００円に対し、補正予算額マイナス１億９，６８４万円を減額し、

予算額１億３，７３５万５，０００円でございました。決算額１億１，７３８万８，０７２円で、

予算額に対しましてマイナス１，９９６万６，９２８円となりました。内訳は、第１項補助金、

第２項企業債、第３項固定資産売却収入、第４項一般会計出資金、記載のとおりでございます。

支出。第１款資本的支出。当初予算額５億５，２１０万５，０００円に対し、補正予算額マイ

ナス１億９，６８３万６，０００円を減額し、予算額３億５，５２６万９，０００円でございま

した。決算額２億４，２５３万７，９２０円となり、１億１，２７３万１，０８０円の不用額と

なりました。内訳は、第１項建設改良費、第２項企業債償還金、第３項貸付金、記載のとおりで

ございます。

３ページを御覧ください。損益計算書でございます。１、医業収益。（１）入院収益、（２）

外来収益、（３）その他医業収益合わせまして、１６億９，７１５万９２４円でございました。

２、医業費用。（１）給与費、（２）材料費、（３）経費、（４）減価償却費、（５）資産減

耗費、（６）研究研修費合わせまして、２１億５，４００万６，０８０円でございました。

差引き、医業利益でございますが、マイナス４億５，６８５万５，１５６円でございました。

３番、医業外収益。（１）受取利息配当金、（２）他会計補助金、（３）患者外給食収益、

（４）その他医業外収益、（５）資本費繰入れ収益、（６）長期前受金戻入額合わせまして、５

億６，００１万７，３２９円でございました。

４、医業外費用。（１）支払い利息及び企業債取扱諸費、（２）その他医業外費用合わせまし

て、１億１，３６３万２，６４１円でございました。

以上、差引きしました経常利益マイナス１，０４７万４６８円となりました。

５、特別収益。５，５４０万円。

６、特別損失。マイナス５，５４０万円。

以上、差引きしました当年度純利益、下から４行目でございますが、マイナス１，０４７万４

６８円でございました。

下から３行目、前年度繰越利益剰余金はマイナス１１億１，２０５万５，４０５円でございま
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したので、一番下、当年度未処分利益剰余金はマイナス１１億２，２５２万５，８７３円となり

ました。

５ページを御覧ください。キャッシュ・フロー計算書でございます。一番下、資金期末残高、

令和３年３月３１日現在の残高でございます。１億９５８万２，３７５円の残高でございました。

６ページを御覧ください。貸借対照表でございます。資産の部。固定資産、流動資産、繰延資

産合わせました合計、右の列の一番下でございます。令和３年３月３１日現在の資産合計３４億

９，６８７万４，４５６円でございました。

７ページを御覧ください。上半分、負債の部でございます。４、固定負債、５、流動負債、６、

繰延べ収益合わせまして、負債合計、中ほどでございますが、３３億７，１９６万３，５５１円

でございました。

下の部、資本の部。７、資本金、８、剰余金合わせまして、資本合計、下から２行目でござい

ますが、１億２，４９１万９０５円であり、一番下、負債資本合計３４億９，６８７万４，４５

６円でございました。

４ページにお戻りください。下の表を御覧ください。令和２年度南部町病院事業剰余金処分計

算書（案）でございます。資本金、処分後残高９億３８万６１５円。資本剰余金、３億２，７６

４万１６３円。未処理欠損金、これは繰越欠損金でございますが、マイナス１１億２，２５２万

５，８７３円でございます。

１０ページをお願いいたします。令和２年度南部町病院事業報告書でございます。少し長いで

すが、かいつまんで御説明申し上げます。

１、総括。赤字経営を解消するため、患者確保と経営改善に努めておりますが、新型コロナウ

イルス感染症の影響も受け、病院経営は厳しい状況が続いております。

コロナ禍の診療控えによる患者の減少や各種検診の受入れ縮小、入院協力医療機関として病床

確保要請等による影響により、医業の柱である医業収益は、対前年度４．５％減で１７億円を下

回り、１６億９，７１５万１，０００円となりました。

医業外収益として、新型コロナウイルス感染症対策関連の補助金を７，８４４万５，０００円

受け、医業収益の減を補いましたが、経常損益は１，０４７万円の減となり、４期連続の赤字と

なりました。

診療体制につきましては、内科医、令和２年４月１日県の派遣医師を受け入れました。精神科

医、令和２年７月１日鳥大から採用させていただきました。の２名を確保し、１５名の常勤医師

での体制でした。
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患者数は、入院延べ患者が５万７，４７８人で、前年度と比較し、３，０３２人の減、１日当

たり７．８人減となりました。外来につきましては、外来延べ患者４万６，６６０人で、前年度

と比較し、４，３７０人の減、１日当たりでは１８人の減となりました。

病床利用率は、前年度８３．５％と比べると、約４％減の７９．５％となりました。病棟別で

は、一般病床、療養病床とも減少しましたが、特に介護療養病床、これ２０床ございますが、の

減少率が大きい結果となりました。外来については、診療科別では、外科、婦人科を除く全ての

診療科で減少し、内科では１日当たり７人の減となりました。

以下、収益的収支につきまして数字を述べておりますので、真ん中やや下、なお、新型コロナ

ウイルス感染症対策関連の補助金は、確保病床への空床補填、コロナ患者対応職員のための宿泊

施設確保、診療体制確保のための清掃委託等への充当、オンライン面会の整備、コロナ対応危険

手当等に活用しました。医療従事者への慰労金は、特別利益、特別損失に計上しております。

資本的収支は、２行下ですけど、なお、新型コロナウイルス感染症対策関連の補助金は、ＰＣ

Ｒ検査装置の設置、検査室の改修、コロナ患者専用病棟のための改修等に使用しました。

３行下ですが、以上、令和２年度の決算は、コロナの影響があった、言わば非日常の決算と言

えますので、コロナの影響がなかったと仮定しましてどうであったのか、独自でその影響額を計

算しましたところ、経常収支の影響額は、約マイナスの５，０００万円であったと分析している

ところであります。

下、読ませていただきます。高齢化と人口減少の中、地域包括ケア時代、そして価値観が大き

く変容するポストコロナ時代において必要とされる病院になるために何をしていけばいいのか、

町とも緊密な連携を図りながら、院内チームビルディングにより、経営戦略計画、アクションプ

ランを策定していきます。

コロナが収束しない中、西伯病院は、ワクチンの集団接種はもとより、目まぐるしく変わるコ

ロナに日々対応しながら、公立病院としての責務を果たしているところですが、引き続き地域住

民への安心を提供し、信頼される病院を目指してまいります。

以下、各種データをつけておりますので、お目通しいただければ幸いでございます。

以上でございます。御審議のほど、よろしくお願いいたします。

続きまして、議案書の１２ページお願いします。議案第６７号、令和２年度南部町在宅生活支

援事業会計決算の認定について。

地方公営企業法第３０条第４項の規定により、令和２年度南部町在宅生活支援事業会計決算を

別紙監査委員の意見をつけて議会の認定に付するものでございます。
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同じく別冊でございます。議案第６７号、令和２年度南部町在宅生活支援事業会計決算報告書

でございます。１ページを御覧ください。収益的収入及び支出でございます。収入。第１款在宅

生活支援事業収益。当初予算額４，４１２万５，０００円。補正はございません。決算額３，９

２６万５，７２５円であり、予算額に比べ決算額はマイナス４８５万９，２７５円でございまし

た。内訳は、第１項訪問看護収益、第２項その他収益、記載のとおりでございます。

支出でございます。第１款在宅生活支援事業費用。当初予算額４，４１２万５，０００円に対

し、補正はございません。決算額３，７０３万９，７７９円となり、７０８万５，２２１円の不

用額となりました。内訳は、第１項訪問看護費用でございます。

２ページを御覧ください。損益計算書でございます。

１、訪問看護収益。（１）居宅介護収益、（２）訪問看護療養収益、（３）その他収益合わせ

まして、３，９２６万５，２０４円でございました。

２、訪問看護費用。（１）給与費、（２）材料費、（３）経費合わせまして、３，６８７万７，

１４３円でございました。

差引き、訪問看護利益といたしまして、２３８万８，０６１円の利益がございました。

３、その他収益、４、その他費用合わせまして、経常利益２２２万５，９４６円でございます。

これはそのまま当年度純利益でございます。下から２行目、前年度繰越利益剰余金に加えました

当年度未処分利益剰余金、一番下でございますが、３，１６３万６，７９５円となりました。

４ページをお願いいたします。キャッシュ・フロー計算書でございます。一番下、資金期末残

高、令和３年３月３１日現在の残高でございますが、２，８１０万２，１９２円でございました。

５ページを御覧ください。貸借対照表でございます。資産の部。１、固定資産と３の繰延資産

はございません。２番の流動資産、これが資産の合計でありまして、３，４６６万５，１１０円、

これが令和３年３月３１日現在の資産でございます。

６ページを御覧ください。負債の部でございます。４番、固定負債、６の繰延べ収益ともござ

いません。５番の流動負債、これが負債の合計でございまして、３０２万８，３１５円でござい

ました。

下の部、資本の部でございます。７の資本金はございません。８、剰余金、これが資本の合計

でございます。下から２行目です。３，１６３万６，７９５円でございます。

負債資本合計、一番下、３，４６６万５，１１０円でございます。

３ページにお戻りください。下の表を御覧ください。令和２年度南部町在宅生活支援事業剰余

金処分計算書（案）でございます。資本金は処分後残高ございません。資本剰余金もございませ
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ん。未処分利益剰余金、これが繰越利益剰余金でございますが、３，１６３万６，７９５円の繰

越しとなりました。

８ページをお願いいたします。令和２年度南部町在宅生活支援事業報告書でございます。

１、総括。概要について読ませていただきます。地域包括ケアシステムや効果的・効率的で質

の高い医療提供体制が求められる中、「支える医療」を提供する訪問看護ステーションは在宅医

療における中核的な役割を担っております。とりわけ退院後の生活を支える在宅医療や介護サー

ビスにより早期に在宅復帰や社会復帰を可能とするとともに、生活支援や介護予防を充実させ、

住み慣れた地域で長く暮らすことができるようにすることが必要で、医療・介護・福祉の連携が

ますます重要となっております。西伯病院南部町訪問看護ステーション職員は、「入院時より退

院支援を見据えた看護、外来患者が在宅で安心して過ごすための看護や支援」を目標として事業

を展開してまいりました。

３行下でございます。今年度は、訪問回数等業務量、患者・利用者延べ人数とも減少しました

が、近年の当年度純利益は黒字化を継続しております。特に当院では、精神科を併せ持つ公立病

院として訪問看護の需要は高いものとなっております。在宅医療の推進が加速化される中、精神

科患者の地域移行・在宅復帰が推進される状況においては、加えてその増加が見込まれる認知症

への対応等、訪問看護・訪問介護の需要はますます増加するものと思われ、今後の組織体制の充

実強化も引き続き重要な課題であります。

以下、各種データをつけております。お目通しいただくようよろしくお願いいたします。

以上でございます。御審議のほど、よろしくお願いします。

○議長（景山 浩君） ここで議案第６４号の太陽光発電事業の説明について訂正があります。

町民生活課長、芝田卓巳君。

○町民生活課長（芝田 卓巳君） 町民生活課長です。先ほど説明しました議案第６４号の歳出の

合計の説明で不用額の数字が間違っておりました。正しくは５１万６，３１９円ということで訂

正をさせていただきます。読み上げた数字が間違っておりましたので、訂正をさせていただきま

す。以上でございます。

○議長（景山 浩君） 令和２年度一般会計、特別会計及び企業会計について、決算審査の意見

書が提出されていますので、審査の結果について仲田代表監査委員の報告を求めます。

代表監査委員、仲田和男君。

○監査委員（仲田 和男君） 監査委員の仲田でございます。令和２年度南部町一般会計、特別会

計及び企業会計の決算審査意見につきまして、記載の法令に基づき審査意見書を提出いたします。
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お手元の審査意見書を御覧ください。

１ページをお願いいたします。第１、審査の概要でございます。

審査の期間及び場所につきましては、令和３年７月１３日から８月６日まで、監査委員室にお

きまして、細田委員とともに監査を実施いたしました。

審査の対象は、記載の事業等でございます。

２ページをお願いいたします。３、審査の方法は、１から５の諸点につきまして、適切な事業

運営と予算執行がなされているか審査をいたしました。

４、審査のための説明を求めた部局、機関は、記載の部局でございます。

第２、審査の結果でございます。

１、審査計数の状況。

町長より提出された決算書に基づき、歳入歳出、関係諸帳簿及び証拠書類を照合審査した結果、

決算計数はいずれも符合して誤りのないものと認めました。また、基金の運用状況を示す書類の

計数についても、関係諸帳簿及び証拠書類と符合しており、誤りのないところを認めたところで

ございます。

３ページをお願いいたします。第３、一般会計、特別会計でございます。概要につきましては、

執行部より説明がございますので、省略いたします。

４ページをお願いいたします。一般会計、特別会計の審査意見書でございます。

１、全国各地で猛威を振るう新型コロナウイルス感染症は本町においても大きな影響を与え、

重要施策、主要事業の中止、あるいは延期・縮小等が余儀なくされ、全庁各課の事業推進に大き

な影響が確認されております。このことは、行政サービスの受任者である町民への対応に引き続

き大きな責任が残っております。このコロナの影響を今後の事業実施に支障を生じさせない対応、

さらに、被害を受けた個人や事業者の方々への影響を最小限にとどめるように継続的な対応をお

願いいたします。

また、医療従事者及び関係者の方々の努力により、影響が最小限に抑えられていることは周知

のとおりであり、改めて感謝を申し上げます。

今後、感染はさらに拡大するものと予想され、町民の健康対策に当たっては引き続き強い関心

を持って対処をお願いいたします。

２、人口減少は南部町の政策課題の大きな一つである中、移住・定住促進対策として様々な事

業、施策が実施され、一定の成果を得ていることと評価いたします。

一方で、町内小・中学校の児童生徒数の減少はこの５年間で１００名を超える状況にあります。
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児童生徒の減少は確実な人口減となり、今後の南部町の施策等に大きく影響を与えます。

少子化対策、移住・定住対策等の効果をより発揮するため、各課連携した事業施策の展開を図

っていただきたいと思います。

第４、財政健全化判断比率でございます。町長より提出された基礎資料に基づき、健全化判断

比率及び資金不足比率について審査いたしました。

１、健全化指標の概要については省略いたします。

５ページをお願いいたします。２、健全化指標の審査意見でございます。

それぞれの指標について、早期健全化基準内であることを確認いたしました。一般会計におけ

る単年度実質公債費比率は年次的に低下しております。公営企業債等、他の会計に対する将来負

担見込額も減少しております。

今後も公営企業等の事業経営の安定化を図りつつ、財源確保や事業の効率化、経費節減など計

画的な財政運営の維持と公営企業会計に対する一般会計からの繰出金に対しては注意を払い、取

扱いを進めていただきたいと思います。

第５、企業会計でございます。

１、水道事業会計。概要については省略いたします。

下の２、水道事業会計の審査意見でございます。

１、令和２年度の決算は、コロナ禍における一般使用者分水道料金免除相当額として１，５６

６万９，０００円の一般会計繰入金があったものの、維持管理費面等での歳出削減による経営改

善の成果により、黒字決算に転じたことは高く評価いたします。今後も収支バランスを常に意識

した水道事業経営がなされることを期待いたします。

２、策定された更新計画（経営戦略）に基づく老朽管更新などは着実に実施されており、管理

施設の現状と維持・更新に係る費用面の妥当性を随時確認の上、更新計画の見直しを含めた適正

管理の下、水道安定供給に努めていただきたいと思います。

２、病院事業会計でございます。概要については省略いたします。

審査意見でございます。

１、病院事業決算はコロナ禍での影響を大きく受け、単年度収支は赤字を計上しております。

そのため、累積赤字も年次的に増加しており、収益が減少する中で、病院の維持管理に係る費用

は増加傾向にあります。この逆転現象の解消を図るための対策を検討し、早急な経営改善に努め

ていただきたいと思います。

２、令和２年度の病院事業はコロナ感染症対策という特殊な状況の中、西伯病院の理念の下、
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地域住民への安心の提供や利用患者の安全のため、全職員一丸となって対応に当たられたことに

対して改めて感謝を申し上げます。

３、「僻地医療拠点病院」の指定を受け、新しく実施している巡回診療（こころの巡回診療

室）は、本町の中山間地域の無診療地域の解消に向け、大きな効果が得られると考えます。今後

の取組により十分な成果が上げられるよう期待いたします。

３、在宅生活支援事業。概要については省略いたします。

７ページの審査意見でございます。

収支の黒字化が堅調で関係者の努力を高く評価いたします。在宅介護のニーズはさらに増加す

る傾向にあり、体制強化に取り組まれ、安定したサービス提供が行われるよう努力をお願いいた

します。以上でございます。

○議長（景山 浩君） これで監査報告を終わります。

・ ・

○議長（景山 浩君） お諮りいたします。本日の会議は、会議規則第２５条第２項の規定によ

り、これで延会したいと思います。これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（景山 浩君） 御異議なしと認めます。よって、本日は、これで延会することに決定い

たしました。

また、明日７日の会議に議事を継続いたします。定刻より引き続き議案審議を行う予定であり

ますので、御参集をお願いいたします。お疲れさまでした。

午後４時３３分延会
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